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第１ 監査の概要 

 

１ 監査の根拠等 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67号）第 199条第２項の規定に基づき、那

覇市監査基準第 14条第３号及び那覇市行政監査実施要領により実施した。 

 

２ 監査のテーマ 

  「補助金の交付事務について」 

 

３ 監査の目的 

本市の補助金は、地方自治法に基づき公益上の必要性から交付しているも

のであるが、その種類及び態様は多種多様であり、総支出金額も多額となっ

ている。一方、本市の財政運営は厳しい状況が続いており、より一層の財政

改革が求められている。このようななか、本市の補助金について、その必要

性、公益性、有効性、妥当性等について十分な検討が行われているかを主眼

として監査し、また、交付事務が適切に行われているかを検証することによ

って、補助金の交付事務についての適正な執行に資することを目的とする。 

 

４ 監査の対象範囲 

平成 24 年度一般会計・特別会計歳出決算に係る補助金の支出があった事

業（19 節負担金、補助及び交付金 02 細節補助金の支出に限る。）は、全部

で 150事業であるが、これらの事業のうち、那覇市単独の財源に係る補助金

の監査を実施することとした。国庫補助金、県補助金の交付事務は、国、県

による監査が実施されており、市単独補助金の交付事務については、市単独

のみで行うものである。このことから、市単独補助金の交付事務の適正手続

及び適正執行について、十分な監査をするという観点から、今回の行政監査

を実施することとした。そのなかから、支出金額、補助事業の多い課、成果

の有無等を勘案し、監査対象事業を 50事業とした。 

 

５ 監査の実施期間 

平成 25年 10月８日から平成 26年２月５日まで 

 

６ 監査の実施方法 

抽出した50事業について調査票の作成及び資料の提出を求め、監査を実施

した。そのうちの４事業については、直接、補助事業を実施した場所への現

地視察を行い、補助事業者等から補助事業の実施状況等の事情を聴取した。
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（平成24年度所管部課の事業を平成25年度の新組織で引き継いだ所管部課

が対応した。） 

 

７ 監査の項目及び主な着眼点 

(1) 補助金交付の必要性・公益性について 

①補助金の交付目的（公益上の必要性）は明確にされているか。 

②補助金の交付対象者は適切か。 

③財源の確保がされているか。 

④交付目的や効果等から判断して、統合、廃止等の見直しをする必要の

あるものはないか。また、補助金の必要性などについて、逐次見直しを

行っているか。 

⑤交付終期の設定がなされる必要性はないか。 

(2) 補助金交付対象事業の有効性・妥当性について 

①補助金交付に際して要綱等が適正に設定されているか。 

②補助金額の積算根拠は明確に定められているか。 

③補助金の額の算定は妥当か。 

④補助金の効果及び条件の履行確認は、適正になされているか。 

⑤補助金のほかに行政効果を向上させる方法はないか。 

(3) 補助金に関する事務処理等について 

①補助金交付に関する事務処理は適切に行われているか。 

②補助金交付申請及び事業実績報告における書類審査等は適切に行われ

ているか。 

③補助事業者への指導は十分に行われているか。 

 

第２ 補助金の概要 

 

１ 補助金の定義 

地方自治法第 232条の２は「普通地方公共団体は、その公益上必要がある

場合においては、寄附又は補助をすることができる。」と規定しており、補

助金の地方公共団体における法的な根拠となっている。補助金の定義は、法

令上必ずしも明確でなく、一般的には特定の事業、研究等の育成、助長をす

るために地方公共団体が公益上必要があると認めた場合に対価なくして支

出するものであるといわれている。また、行政実例（昭和 28 年６月 29 日）

として「公益上必要であるかどうかを一応認定するのは長及び議会であるが、

公益上必要かどうかの認定は全くの自由裁量行為ではないから、客観的にも

公益上必要であると認められなければならない。」とある。 
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２ 補助金支出の制限 

補助金支出の制限として憲法第 89条（公の財産の用途制限）がある。「公

金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維

持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、

これを支出し、又はその利用に供してはならない。」と規定されている。 

 

３ 補助金支出の方法 

補助金の支出の方法として、政務調査費（平成 25年度からは政務活動費）

を除き、条例で定める旨の義務規定がないため、一般的に地方公共団体は、

規則、要綱等を策定し、手続きを明確にすることによって補助金の支出を規

制している。 

本市では、那覇市補助金等交付規則（昭和 52年規則第 34号）に基づき補

助金等（補助金、利子補給金、その他相当の反対給付を受けない給付金であ

って、市長が別に定めるもの。以下同じ。）の交付に関する基本的事項を定

め、その他規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるとして各課が

個別の要綱等で定めている。 

 

４ 補助金等に関する基本指針について 

本市には、平成 17 年１月に策定された「補助金等に関する基本指針（補

助金等の透明性、公平性を確保するための指針）」（以下「基本指針」という。）

がある。この基本指針の目的として、①本市の補助金採択等に関する明確な

基準、②補助対象経費における基準等を示し、補助金について抜本的に見直

す必要性及び見直す視点として、単に縮減、廃止ということではなく、市民

や市民団体などの多様な主体と行政の「協働」を前提にすることが大切であ

ると定めている。また、同基本指針は、市民意識の高揚と行政の意識改革の

中で、公平性・透明性・公益性が確保され、市民の利益に役立つような活動

を支援する新たな枠組みとして、市民参加を原点に、基準策定、審査機関の

設置など新たな補助金制度を構築するという視点でも定めている。 
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５ 平成 24年度那覇市歳入歳出決算における補助金 

平成 24 年度那覇市歳入歳出決算における補助金の金額は、150 事業、予

算現額 19億 2,631万 6,000円、支出額（決算額）14億 6,115万 5,090円、

事故繰越額 0円、明許繰越額 3億 909万 7,791円、不用額 1億 5,606万 3,119

円、執行率 75.9％となっている。 

予算現額 

A         （円） 

支出額（決算額）

B         （円） 

事故繰越

（円） 

明許繰越 

（円） 

不用額 

（円） 

執行率

B/A（％） 

1,926,316,000 1,461,155,090 0 309,097,791 156,063,119 75.9  

 

第３ 監査の結果 

 

１ 監査対象 50 事業の平成 24 年度那覇市歳入歳出決算 

監査対象補助金 50 事業における平成 24 年度那覇市歳入歳出決算の金額

は、予算現額 4 億 6,251 万円、支出額（決算額）4 億 5,282 万 9,739 円、

事故繰越額 0円、明許繰越額 0円、不用額 968万 261円、執行率 97.9％と

なっている。 

予算現額 

A         （円） 

支出額（決算額）

B         （円） 

事故繰越

（円） 

明許繰越 

（円） 

不用額 

（円） 

執行率

B/A（％） 

462,510,000 452,829,739 0 0 9,680,261 97.9  

 

２ 監査委員による指摘事項等について 

監査対象補助金 50 事業に係る監査の結果、定期監査実施要領を準用し、

下記表のとおり指摘事項等とする。 

（複数の指摘事項等がある場合は、上位の指摘事項等を表記している。） 

 

平成２５年度（平成２４年度実施事業）行政監査対象補助金一覧表 

                                       （単位：円） 

整理 

番号 
課名 事業名 

支出額 

(決算額) 

指 摘 

事項等 

1  

 

市民生活安全課 

 

 

那覇市交通安全市民運動推進協議会事業補助金 3,481,000 注意 

2 スクールゾーン委員会交通安全対策事業補助金 2,396,691 注意 

3 保灯設置事業補助金 2,215,200 － 

4 那覇・豊見城地区防犯協会補助金 1,892,485 注意 

5 那覇・豊見城地区交通安全協会補助金 759,799 注意 

6 生涯学習課 育英事業 5,646,000 注意 



６ 

 

7 那覇市ＰＴＡ連合会運営補助金 1,976,000 注意 

8 健康推進課 保健衛生団体補助 3,098,473 是正 

9 議会事務局庶務課 政務調査費 42,930,000 是正 

10 

まちづくり協働推進課 

那覇市連絡事務委託及び受託自治会補助事業 21,965,977 － 

11 那覇市協働によるまちづくり推進協議会補助金 3,600,000 － 

12 自治会長連合会補助金 3,000,000 － 

13 小学校区コミュニティモデル事業 2,658,832 是正 

14 協働によるまちづくり事業補助金 1,861,850 － 

15 
観光課 

観光協会事業補助金 33,994,000 － 

16 観光協会運営補助金 29,376,637 － 

17 文化振興課 文化協会助成事業 1,800,000 是正 

18 環境政策課 住宅用太陽光発電・太陽熱利用システム導入促進助成事業 7,250,000 － 

19 

福祉政策課 

那覇市社会福祉協議会補助金 67,838,426 是正 

20 那覇市民生委員児童委員連合会補助金 22,388,000 是正 

21 那覇市地域福祉基金助成事業 10,628,687 是正 

22 那覇保護区保護司会補助金 2,118,024 － 

23 那覇市連合遺族会運営補助金 319,000 － 

24 
ちゃーがんじゅう課 

那覇市シルバー人材センター運営補助金 13,546,000 是正 

25 高齢者公共交通割引制度 3,902,000 － 

26 
障がい福祉課 

那覇市身体障害者福祉協会運営補助金 1,000,000 是正 

27 地域活動支援センターⅢ型販路拡大支援事業 600,000 － 

28 

商工農水課 

企業立地促進奨励助成事業 10,190,365 注意 

29 那覇商工会議所事業費助成 3,240,000 是正 

30 日本商工会議所青年部第３２回全国大会おきなわ那覇大会事業費補助金 3,000,000 注意 

31 障がい者雇用安定化推進事業 1,667,000 注意 

32 小口資金融資事業 1,066,000 － 

33 若年者雇用安定化推進事業 720,000 注意 

34 補助金（団体補助） 282,000 是正 

35 営農指導等促進事業（補助金） 65,000 － 

36 なはまちなか振興課 頑張るマチグヮー支援事業 24,989,000 － 

37 

こどもみらい課 

障がい児保育事業（認可） 52,325,000 － 

38 保育所地域活動事業（認可） 13,297,000 － 

39 一時保育事業（認可） 8,156,000 － 

40 
子育て応援課 

地域組織活動育成事業 1,760,000 注意 

41 母子家庭等職業自立支援事業奨励金 1,303,000 － 



７ 

 

42 
 

青少年育成課 

補助金（那覇市青少年健全育成市民会議） 3,572,000 是正 

43 補助金（那覇市青年団体連絡会） 1,530,000 是正 

44 日本ボーイスカウト沖縄県連盟運営補助金 83,000 是正 

45 道路管理課 私道整備補助金 4,948,000 注意 

46 

市民スポーツ課 

第６４回沖縄県民体育大会先島地区開催に伴う派遣補助金 11,149,950 － 

47 那覇市体育協会運営補助金 4,571,000 注意 

48 天皇賜杯第６７回全日本軟式野球選手権大会補助金 1,000,000 － 

49 学校教育課 那覇地区中学校体育連盟主催事業補助金 3,638,950 是正 

50 文化財課 新垣家住宅保存整備事業 8,033,393 注意 

（課名は、平成 24 年度の行政組織における課名としている。） 

 

参考 

   定期監査実施要領（抜粋） 

(平成 21年３月 25日監査委員決定) 

  那覇市監査基準第２章第１節第 14 条第１号に規定する定期監査の実施要領を次の

ように定める。 

第６ 監査後の処理 

１ 監査終了後、監査対象機関等の長に対して監査結果の概要を「指摘事項等」と

して、文書により示すものとする。 

２ 指摘事項等は、次の区分によるものとする。 

(1) 指摘事項 

重大な違法、不当及び不正の状況への指摘とする。 

(2) 是正事項 

改善を要する悪い状況を改め正すこと。 

(3) 注意事項 

好ましくない状況があるので、気をつけるよう申し述べることとする。 

(4) 要望事項 

予算執行の効果や事業成績の見地から事態の向上を求め望むこととする。 
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３ 事業別の指摘事項等 

事業別の指摘事項等は、次のとおりである。 

 

○市民生活安全課 

（整理番号１）（那覇市交通安全市民運動推進協議会事業補助金、348万 1,000 円） 

（整理番号２）（スクールゾーン委員会交通安全対策事業補助金、239万 6,691 円） 

共通事項 

補助金の種別について（注意事項） 

那覇市交通安全市民運動推進協議会及びスクールゾーン委員会への補助金

は、団体運営費補助として交付されているが、個別事業に係る経費であり、那

覇市の補助金等に関する基本指針における団体運営費補助とは思われない。 

補助事業の性格を踏まえ事業費補助として交付するよう検討されたい。 

 

（整理番号４）（那覇・豊見城地区防犯協会補助金、189万 2,485円） 

（整理番号５）（那覇・豊見城地区交通安全協会補助金、75万 9,799円） 

共通事項 

補助金の支出科目について（注意事項） 

那覇・豊見城地区防犯協会及び那覇・豊見城地区交通安全協会への補助金は、

団体運営費補助として交付されているが、その金額の算定方法は、人口を基準

に財団法人南部振興会及び南部市町村会において決定されている。 

法令によって定められて支出するものではないが、行政として義務的要素が

強い団体負担金と思われるので、補助金ではなく負担金として取扱うよう検討

されたい。 

 

○生涯学習課 

（整理番号６）（育英事業、564万 6,000円） 

（整理番号７）（那覇市ＰＴＡ連合会運営補助金、197万 6,000円） 

共通事項 

補助金の交付事務について（注意事項） 

那覇市育英会補助金交付要綱及び那覇市生涯学習振興費補助金交付要綱に

おいて、交付申請があったときは速やかに当該申請の内容審査を行い、交付決

定をしたときは、申請者に通知するものとするとしている。しかし、実際は交

付申請から交付決定まで約１ヶ月を要している。交付団体の事業運営に支障が

ないように、速やかに交付決定事務を行われたい。 
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○健康増進課（旧健康推進課） 

（整理番号８）（保健衛生団体補助）のうち、以下の２補助金 

（整理番号８－１）（沖縄県ゆうな協会団体運営補助金、59万 9,832円） 

（整理番号８－３）（デンタルフェア事業開催補助、62万円） 

共通事項 

実績報告書に係る審査について（是正事項） 

補助対象事業の履行確認は、提出された実績報告書で行っているが、その

際、所管課による領収書等の証拠書類による確認は行われていない。 

那覇市補助金等交付規則第 13条では、補助金等の額の確定について、当

該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により調査をす

るよう規定されている。所管課による領収証等の証拠書類による審査を行い、

実効性のある実績報告の調査確認を実施されたい。 

 

（整理番号８）（保健衛生団体補助）のうち、以下の２補助金 

（整理番号８－１）（沖縄県ゆうな協会団体運営補助金） 

（整理番号８－４）（那覇看護専門学校運営補助金、150万円） 

共通事項 

補助金の事務処理について（注意事項） 

補助金交付団体からの実績報告書が遅れたことにより、補助金確定通知書へ

の遡及押印が行われている。公印の遡及押印は好ましいことではなく、交付団

体に対し実績報告書を早めに提出するよう指導されたい。 

また、補助対象事業期間等の見直しを行い、年度内に事務処理が完結できる

ようにされたい。 

 

（整理番号８）（保健衛生団体補助）のうち、以下の１補助金 

（整理番号８－１）（沖縄県ゆうな協会団体運営補助金） 

補助金の支出科目について（注意事項） 

沖縄県ゆうな協会への補助金は、団体運営費補助として交付されているが、

金額の算定方法は、人口を基準に沖縄県市長会において、県内の全市に対し、

決定されている。 

法令によって定められて支出するものではないが、行政として義務的要素が

強く、補助金ではなく負担金として取扱うよう検討されたい。 

 

（整理番号８）（保健衛生団体補助）のうち、以下の１補助金 

（整理番号８－２）（那覇市献血推進協議会事業補助金、37万 8,641円） 

補助金の種別について（注意事項） 
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那覇市献血推進協議会への補助金は、団体運営費補助として交付されている

が、献血思想の普及啓発、安定的な安全血液の確保等の事業を検討するために

設置された組織であり、那覇市の補助金等に関する基本指針における団体運営

費補助とは思われない。補助事業の性格を踏まえ事業費補助として交付するよ

う検討されたい。 

 

（整理番号８）（保健衛生団体補助）のうち、以下の１補助金 

（整理番号８－３）（デンタルフェア事業開催補助） 

補助金の種別について（注意事項） 

デンタルフェア事業への補助金は、団体運営費補助として交付されているが、

イベント開催のための補助金であり、那覇市の補助金等に関する基本指針にお

ける団体運営費補助とは思われない。補助事業の性格を踏まえ事業費補助とし

て交付するよう検討されたい。 

 

○議会事務局庶務課 

（整理番号９）（政務調査費、4,293万円） 

政務調査費（現政務活動費）の事務処理について（是正事項） 

那覇市議会政務調査費の交付に関する規程第６条第２項において、議長は、

提出された収支報告書に領収書等証拠書類の写しを添えて市長に送付するも

のとされているが、送付されていない。 

当該規定を遵守し、適正な事務執行に努められたい。 

 

○まちづくり協働推進課 

（整理番号 13）（小学校区コミュニティモデル事業、総額 265万 8,832円） 

(1)飲食代の支出について（注意事項） 

石嶺小学校区まちづくり協議会（モデル事業）に交付する補助金は、小学

校区を１つのエリアとした地域に存在する各団体・個人の主体的な連携と地

域課題解決への取り組みを支援するために交付されるものである。補助事業

終了後に提出された領収書等を確認したところ、役員会、懇親会等に「飲食

代」として支出されているのが散見された。補助金額 80万円に対し、24万

1,590 円が「飲食代」として支出されており、30.2％の割合となっている。 

「飲食代」を補助対象経費として支出する場合には社会通念上、妥当な範

囲内となるよう具体的に補助金交付要綱に明記するように検討されたい。 

(2)実績報告書に係る審査について（是正事項） 

石嶺小学校区まちづくり協議会（モデル事業）の収支決算書を確認したと

ころ、本来は活動事業費とされるべき経費が事務運営費に分類されていた。 



１１ 

 

所管課においては、実績報告書に添付された領収証等の証拠書類を確認し、

適切な支出であるか否かを審査されたい。 

(3)補助金交付要綱の見直しについて（注意事項） 

那覇市校区まちづくり協議会モデル実施要綱第８条第４項の規定は、事務

運営費から活動事業費への流用については、モデル事業であることから柔軟

に対応できるようにするため、市長の承認を得ないでこれを行うことができ

る旨規定されている。 

しかしながら、当該補助金事業の適正な執行を図る観点から、那覇市補助

金等交付規則第６条第１項第１号の趣旨に立ち戻って、事業変更申請書等で

市長の承認を得ることができるよう当該要綱の見直しを検討されたい。 

 

○文化振興課 

（整理番号 17）（文化協会助成事業、180万円） 

実績報告書に係る審査について（是正事項） 

那覇市文化協会に交付している育成事業補助金は、事務局職員の人件費に充

当されている。事業終了後に提出されている収支決算書の審査は行われている

が、その裏付けとなる給与明細書の確認がされていなかった。 

実績報告の審査に当たっては、領収書等の証拠書類による確認を行われたい。 

 

○福祉政策課 

（整理番号 19）（那覇市社会福祉協議会補助金、6,783万 8,426円） 

実績報告書に係る審査について（是正事項） 

地域福祉活動を目的とする事業の推進を促し、地域福祉の推進を図るため、

那覇市社会福祉法人の助成に関する条例第２条に基づき、社会福祉法人那覇市

社会福祉協議会に交付する補助金である。 

実績報告の審査に当たっては、領収書等の証拠書類による確認を行われたい。 

 

（整理番号 20）（那覇市民生委員児童委員連合会補助金、2,238 万 8,000 円） 

補助金の充当先及び実績報告書に係る審査について（是正事項） 

本市の地域福祉を支える当該団体へ補助することで、民生委員活動が活性化

することにより、本市の地域福祉の向上を図ることを目的として交付している。 

補助金の充当先費目が、明確にされていないため、実績報告での履行確認が

適切に行われていない。充当先費目を明確にされ、実績報告の審査に当たって

は、領収書等の証拠書類による確認を行われたい。 
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（整理番号 21）（那覇市地域福祉基金助成事業、1,062万 8,687円） 

補助金の充当先及び実績報告書に係る審査について（是正事項） 

地域における在宅福祉、健康・生きがいづくり等、保健福祉の向上を目的と

して、社会福祉に係る活動実績のある団体が実施する事業に対する補助金であ

る。平成 24年度は、24団体の交付先に補助金を交付している。実績報告の審

査に当たっては、領収書等の証拠書類による確認を行われたい。 

また、那覇市地域福祉基金事業補助金交付要綱第４条に基づき補助対象経費

として食糧費が認められているが、事業支出総額に占める食糧費の割合が高い

と思われる事業が見受けられた。食糧費については、使途が適切であるか領収

書等による確認を行うとともに、食糧費のあり方、交付要綱の見直しも含め検

討されたい。 

 

○ちゃーがんじゅう課 

（整理番号 24）（那覇市シルバー人材センター運営補助金、1,354万 6,000円） 

実績報告書に係る審査について（是正事項） 

高齢者が就業を通して生きがいの発見や社会参加を図ることを目的とし、高

齢者就業機会確保事業等の運営補助として交付している。 

実績報告の審査に当たっては、領収書等の証拠書類による確認を行われたい。 

○障がい福祉課 

（整理番号 26）（那覇市身体障害者福祉協会運営補助金、100万円） 

補助金の種別及び実績報告書に係る審査について（是正事項） 

身体障がい者の福祉の向上を図るため、那覇市身体障害者福祉協会に対する

団体補助として交付している。本市の補助金等に関する基本指針では、団体運

営費補助は、通算３年程度で見直すものと示されており、今後、団体運営費補

助か事業費補助かの補助金の種別のあり方について検討されたい。また、実績

報告の審査に当たっては、領収書等の証拠書類による確認を行われたい。 

 

○商工農水課 

（整理番号 28）（企業立地促進奨励助成事業、１,019万 365円） 

（整理番号 29）（那覇商工会議所事業費助成、324万円） 

（整理番号 30）（日本商工会議所青年部第 32 回全国大会おきなわ那覇大会事業費補助金、

300万円） 

（整理番号 31）（障がい者雇用安定化推進事業、166万 7,000円） 

（整理番号 33）（若年者雇用安定化推進事業、72万円） 

共通事項 

受付印の押印について（注意事項） 
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補助金交付申請書及び実績報告書のほとんどに受付印の押印がない。那覇市

文書取扱規程第 15 条第１号において、文書主任は、課に直接到達した文書に

収受印を押印のうえ、事務担当者に配付する旨の規程があるので当該規定を遵

守されたい。 

 

（整理番号 28）（企業立地促進奨励助成事業） 

補助金の種別について（注意事項） 

企業立地促進奨励助成事業（平成 24 年度実績６社）は、雇用の拡大と産業

の振興を目的に那覇市内に新たに事務所等を賃借、建設した企業等に対し助成

を行うものである。 

当該補助金は、団体運営費補助として交付されているが、補助事業の性格を

踏まえ事業費補助として交付するよう検討されたい。 

 

（整理番号 29）（那覇商工会議所事業費助成） 

（整理番号 34）（補助金（団体補助））（那覇市商工業振興奨励補助金、28万 2,000円） 

共通事項 

(1)補助金の種別について（注意事項） 

那覇商工会議所事業費助成及び団体補助（沖縄県中小企業団体中央会）に

対する補助金は、那覇市商工業振興奨励補助金交付要綱第２条（補助の対象）

に基づき商工業振興事業に要する経費としてそれぞれ昭和 50年及び昭和 52

年から今日まで長期間にわたり団体運営費補助として交付している。補助金

等に関する基本指針は、団体運営費補助について、自立できるまでの一定期

間、運営費に対して補助するものとしており、また、補助金の交付にあたっ

ては、本来事業費を対象に補助されるべきであるとして事業費補助への移行

を示している。 

よって、当該２団体に対する補助金については、事業を個別に勘案し、事

業費補助として交付するよう検討されたい。 

(2)実績報告書に係る審査について（是正事項） 

実績報告書には、実施した事業概要及び対象経費の収支決算書が添付され

ており、審査は実績報告書に記載された収支などの数値が正しものとして計

数確認を行っている。 

補助金の額の確定に当たっては、実績報告書の審査を行う上で必要な領収

書等の証拠書類による確認を行われたい。 

 

 

 



１４ 

 

○こども政策課 

（整理番号 40）（地域組織活動育成事業、176万円） 

母親クラブへの補助金交付について（注意事項） 

那覇市地域組織活動育成事業補助金（11 団体）は、児童館と連携して活動

する母親クラブに対し、児童館活動の充実及び児童福祉の向上を目的に交付す

るものであり、団体運営費補助となっている。補助金等に関する基本指針では、

補助金の交付は原則として事業費を対象に補助されるべきであるとされてい

る。母親クラブの支出のほとんどが事業費となっているので、事業費補助とし

て補助金を交付するよう検討されたい。 

また、補助金の使途として弁当など食糧費としての支出が多く見受けられる。

補助金の飲食代への支出については、社会通念上、妥当な範囲内となるよう具

体的に補助金交付要綱に明記するように検討されたい。 

 

○青少年育成課 

（整理番号 42）補助金（那覇市青少年健全育成市民会議、357万 2,000円） 

（整理番号 43）補助金（那覇市青年団体連絡会、153万円） 

（整理番号 44）補助金（日本ボーイスカウト沖縄県連盟運営補助金、８万 3,000円） 

共通事項 

実績報告書に係る審査について（是正事項） 

那覇市生涯学習振興費補助金は、生涯学習団体が実施する生涯学習振興事業

経費等を補助し、総合的な生涯学習の振興を図ることを目的としたものであり、

交付先は、那覇市青少年健全育成市民会議、那覇市青年団体連絡会、一般財団

法人ボーイスカウト沖縄県連盟となっている。補助金額の確定に当たっては、

実績報告書及び収支精算書を審査しているが、支出金額を証する領収書等の証

拠書類による確認を行っていない。 

実績報告書に係る審査については、領収書等の証拠書類による確認を行われ

たい。 

 

（整理番号 43）補助金（那覇市青年団体連絡会） 

補助金の種別について（注意事項） 

那覇市青年団体連絡会への生涯学習振興費補助金については、団体運営費補

助となっており、補助金の使途は、事務局運営費（事務局報酬費等 30 万円）

と活動費（イベント等事業費 123万円）となっている。 

補助金等に関する基本指針では、補助金の交付は原則として事業費を対象に

補助されるべきであるとされている。事業費補助として補助金を交付すること

について検討されたい。 
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○道路管理課 

（整理番号 45）（私道整備補助金、494万 8,000円） 

(1)補助金執行の確認について（注意事項） 

私道整備補助金（４団体）は、私道整備を行う市民に対し、工事に要する

費用の 90％以内を補助金として交付するものであるが、交付された補助金

が、補助金を交付された市民から工事請負業者に対し、支払われたかの確認

がされてない。 

補助金が適正に執行されたかを確認するため、領収書等を提出させるなど

の措置を講じられたい。 

(2)整備した私道の維持管理の履行確認について（注意事項） 

私道整備補助金交付要綱第 11条で、「補助事業の参加者は、この要綱によ

る補助金の交付を受けて整備した私道の機能を損なわないように維持管理

を行わなければならない」と規定しているが、その維持管理の確認がされて

ない。 

同要綱に規定された整備後の私道の維持管理について、適切な履行確認を

されたい。 

 

○市民スポーツ課 

（整理番号 47）（那覇市体育協会運営補助金、457万 1,000円） 

補助金の種別について（注意事項） 

那覇市体育協会運営補助金は、市民の健康・体力づくりを推進し、スポーツ

の普及・振興を図り、市民の体育文化の発展に寄与する目的で NPO法人那覇市

体育協会へ平成 15年度から団体運営費補助として交付されている。 

また、同法人は、那覇市の体育施設（市民体育館、漫湖市民庭球場、首里石

嶺プール）の指定管理者として、平成 18年度から指定されている。 

当該補助金の種別のあり方について、交付団体の組織、年間事業計画、補助

対象経費等の内容を那覇市補助金等交付規則の趣旨、目的に照らし合わせて再

検証し、事業費補助への移行を含めて検討されたい。 

 

○学校教育課 

（整理番号 49）（那覇地区中学校体育連盟主催事業補助金、363 万 8,950 円） 

実績報告書に係る審査について（是正事項） 

那覇市学校教育関係団体等補助金交付要綱に基づき、那覇地区中学校体育連

盟に対し、団体運営費補助として交付されている。実績報告の審査について、

実績報告書の添付書類として必要と思われる領収証等の証拠書類による確認

を行っていない。那覇市補助金等交付規則第 13 条では、補助金等の額の確定
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について、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により

調査をするよう規定されている。 

実績報告書に係る審査については、領収書等の証拠書類による確認を行い、

実効性のある審査を実施されたい。 

 

○文化財課 

（整理番号 50）（新垣家住宅保存整備事業、803万 3,393円） 

交付申請書等への受付印の押印漏れ及び交付申請手続等の事務の遅延につ

いて（注意事項） 

国指定の重要文化財である新垣家住宅の保存整備に係る補助金として所有

者に対し交付されている。交付申請書、実績報告書等の補助事業者から提出さ

れたすべての文書に受付印の押印漏れがあった。那覇市文書取扱規程第 15 条

では、文書について、文書主任は、収受印を押印のうえ、事務担当者に配付す

る等をして速やかに処理させなければならないと規定されている。交付申請等

の事務手続について、適切に執行されたい。 

また、平成 24 年４月９日に終了している賃貸借補助は、文化庁との調整が

遅れたことにより、交付申請等の手続きが平成25年３月26日からスタートし、

交付額確定通知が平成 25 年４月９日になっている。事業費補助は、事業終了

後、速やかに交付手続等を行い、適切な事務の執行に努められたい。 
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４ 監査対象事業に係る交付手続の実施状況について 

監査対象 50 事業に係る交付手続の実施状況のうち特に重要と思われる項

目について区分した結果は、次のとおりである。 

 

①補助金の種別について（団体運営費補助か事業費補助かを基本指針に沿っ

て適切に区分されているか。） 

※現状（団体運営費補助 28 事業、事業費補助 22 事業） 

適切に区分されている。  28事業 

適切に区分されていない。 22事業 

②交付申請（交付申請の提出時期が適正か。） 

適正           43事業 

適正でない。       ７事業 

③交付条件（交付決定通知に必要な条件が付されているか。） 

付されている。      46事業 

付されていない。     ３事業 

該当なし。        １事業 

④概算払申請（概算払いを行うにあたって、概算払申請書が提出されている

か。） 

提出されている。     25事業 

提出されていない。    13事業 

該当なし。        12事業 

⑤概算払精算（概算払いを受けた補助金の精算を年度末の３月 31 日までに

行っているか。） 

行っている。       30事業 

行っていない。      ５事業 

該当なし。        15事業 

⑥実績報告提出（実績報告の提出時期が適正か。） 

適正           49事業 

適正でない。       １事業 

⑦実績報告添付書類（実績報告の審査にあたっては領収証等の添付書類を点

検し、適正に執行されたことを確認して確定を行っているか。） 

行っている。       25事業 

行っていない。      25事業 
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第４ 監査委員の意見 

１ 補助金の基本的性格について 

補助金は、市民から徴収された税金やその他貴重な財源で負担されるもの

であるから、公正かつ効率的に執行することが求められる。そのためには、

予算編成を経て予算が確定し、交付申請から始まる補助金の確定・精算に至

るまでの一連の事務処理を適正に行うことが必要である。特に、交付目的や

基本指針に照らし、交付対象経費の使途が適正であったか、実績報告書やそ

の添付書類等で十分に審査することは重要な交付事務手続である。 

地方公共団体における補助金について判例では、「本来、資金の給付を求

める被補助者の申込みに対する承諾の意思表示という性質を有する非権力

的なもので、その関係においては、原則として行政処分は存在しないものと

解すべきである。」（旭川地裁平成 6 年４月 26 日判決、(控訴審)札幌高裁平

成９年５月７日判決）と述べている。また、別の判例では、「負担付贈与契

約」であるとして、「このような条件（負担）を守った場合には、この金額

を補助する。」という贈与契約を市と補助事業者が対等な関係で締結したこ

ととされている。契約である以上、補助金交付規則の手続きや補助金交付要

綱に定める条件（負担）、補助金返還（解約）となる事由などを補助金交付

決定通知書（契約書）に明示しておく必要があり、補助金の交付事務にとっ

て重要なことである。 

 

２ 「補助金等に関する基本指針」の見直し等について 

本市の補助金（市単独補助金）の予算編成方針について検証した結果、ま

ず、予算編成（予算要求及び査定）における基本指針の存在が希薄化してい

るということが挙げられる。 

本市では、補助金等（補助金、助成金、奨励金、交付金、補給金）につい

ては、３年間を計画期間として定める実施計画（企画経費）の対象事業と位

置付けており、要求基準として補助金については、「補助金等に関する基本

指針」に基づき事業の目的、効果を十分に検証し要求することとしている。

しかし、現状は、実施計画で予算要求をする所管課とそれを査定する企画当

局は、基本指針の内容を検討することなく実施計画を策定している。 

財政当局もこの基本指針を予算編成及び査定の基準として採用し、毎年度

の予算編成要領のなかで、「補助金等については、『補助金等に関する基本指

針』に基づきその必要性、公益性等について検証し、一定期間継続しても目

的が十分達成されないものや、社会情勢の変化により実情にそぐわなくなっ

たものなどについては見直しを行うこと。」として、要領を十分留意の上、

予算要求の根拠資料の準備及び関係機関との事前調整等を行うよう通知し
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ている。しかしながら、基本指針は、策定から８年以上経過し、その間、見

直しを行うこともなく、審査機関の設置など新たな補助金制度を構築すると

いう課題も達成されていないこと等、予算編成において財政当局が十分に参

考にするよう通知をしていながら予算編成方針の基準としての役割があい

まいなままでいるという現状がある。 

今後の課題として、基本方針の見直しを含め、審査機関の設置など新たな

補助金制度の構築等についても検討し、実施計画及び予算編成方針における

補助金の基本指針（ガイドライン）としての役割を十分に発揮できるよう形

式的、具体的内容においてもその役割の明確化を構築すべきである。 

現在の基本指針が示していることは、今もなお補助金行政の課題や見直し

の視点、見直しの重点項目についての意義を失っているものではなく、補助

金交付事務についての適正な執行方法を示しているものである。 

課題について具体的には、①補助の長期化による既得権化、②交付団体の

自立の阻害、③補助金の適正な執行の見直しを掲げ、また、補助金の種別に

ついての課題、そして、見直し重点項目として、①事業費補助への移行、②

団体運営費補助のあり方、③公募型補助金制度の拡充、④終期の設定（サン

セット方式の確立）を示している。その他、見直し審査機関の設置（補助金

の採択及び見直しのための第三者審査機関の設置）についての将来的な課題

を掲げている。 

 

３ 補助金の交付事務について 

補助金の交付事務について、事業別の指摘事項等でも述べたとおり交付事

務全般について、次のような不適切なものがみられた。 

(1) 補助金の支出科目について 

法令によって定められて支出するものではないが、行政として義務的要

素が強いので、補助金ではなく負担金として取扱うよう検討を要するもの

があった。 

(2) 補助金交付要綱の見直しについて 

那覇市補助金等交付規則（以下「規則」という。）の施行に関し必要な

事項について各課が独自に各々の補助金交付事務の細目を定めるために

要綱を策定しているのであるが、規則の趣旨、目的を十分理解せずに要綱

等を策定しているものが見受けられた。規則の趣旨、目的に沿った要綱と

なるよう改正を含めた見直しを検討されたい。 

(3) 補助金の種別について 

基本指針では、補助金の交付は原則として事業費を対象に補助されるべ

きであるとしている。監査対象事業のうち、団体運営費補助として交付さ
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れているが、その内容が個別事業に係る経費であり、基本指針における団

体運営費補助とは思われないものが見受けられる。事業費補助として補助

金を交付することについて検討されたい。 

また、基本指針は、団体運営費補助については、自立できるまでの一定

期間、運営費に対して補助するものとしており、補助金の交付にあたって

は、本来、事業費を対象に補助されるべきであるとして事業費補助への移

行を示している。長期にわたり団体運営費補助として交付している補助金

については、団体運営費補助として継続する必要がある場合を除き、事業

を個別に勘案し、基本指針に基づく事業費補助として交付するよう検討さ

れたい。 

(4) 受付印の押印の漏れ及び交付申請手続等の事務の遅延について 

課における文書の収受及び配付を規定した那覇市文書取扱規程第 15 条

第１号の遵守及び事業終了後の速やかな補助金交付手続等を実施し、適切

な事務の執行に努められたい。 

(5) 実績報告書に係る審査について 

実績報告の添付書類である領収証等の証拠書類による確認を行ってい

ない事例が多く見受けられた。補助金の額の確定については、当該報告書

の書類の審査について、領収書等の証拠書類による確認を行い、必要に応

じて現地調査等により調査し、実効性のある審査を実施するよう特に望む

ものである。 
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凡 例 

 

 表中の金額等の記述は、次の要領による。 

１ 表中に用いた比率は、百分率で、原則として小数点以下第２位を四捨五入 

して表示した。 

２ 各表は、財政課資料から参照したものである。 

３ 各表中の符号等は、次のとおりである。 

－は、該当なし。 
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○那覇市補助金等交付規則 

昭和 52年 6月 1日 

規則第 34号 

(趣旨) 

第 1条 この規則は、法令に特別の定めがあるもののほか、補助金等の交付に関する基

本的事項を定めるものとする。 

(定義) 

第 2条 この規則において「補助金等」とは、市が市以外の者に対して交付する次に掲

げるものをいう。 

(1) 補助金 

(2) 利子補給金 

(3) その他相当の反対給付を受けない給付金であって、市長が別に定めるもの 

2 この規則において「補助事業」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業を

いう。 

3 この規則において「補助事業者」とは、補助事業を行う者をいう。 

(補助金等の交付の対象) 

第 3 条 補助金等は、市長が公益上必要があると認める事務又は事業を行う者に対し、

予算の範囲内において、その施行に必要な経費の全部又は一部について交付する。 

(補助金等の交付の申請) 

第 4条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書に市長が定め

る書類を添え、市長に対しその定める時期までに提出しなければならない。 

(補助金等の交付の決定) 

第 5条 市長は、補助金等の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類等の審査

及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び

予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業の目的及び内容が適正であるか

どうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと

認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。 

2 市長は、補助金等の適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申

請に係る事項について修正を加えて交付の決定をすることができる。 

(補助金等の交付の条件) 

第 6条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を

達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付すものとする。 

(1) 補助事業の内容、経費の配分又は執行計画の変更(市長が定める軽微な変更を除

く。)をする場合においては、市長の承認を受けるべきこと。 

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けるべきこと。 

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった

場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けるべきこと。 

2 市長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、前項に定める条

件のほか必要な条件を付すことができる。 

(決定の通知) 
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第 7条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこ

れに条件を付した場合にはその条件を補助金等の交付の申請をした者に通知するも

のとする。 

2 市長は、補助金等を交付することが不適当と認めたときは、速やかにその旨を補助

金等の交付の申請をした者に通知するものとする。 

(申請の取下げ) 

第 8条 補助金等の交付の申請をした者は、前条第 1項の規定による通知を受領した場

合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に

不服があるときは、当該通知を受領した日から起算して 14 日までに申請の取下げを

することができる。 

2 前項の規定による申請の取下げがあつたときは、当該申請に係る補助金等の交付の

決定は、なかつたものとみなす。 

(事情変更による決定の取消し等) 

第 9条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、天災地変その他補助金等

の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要が

なくなった場合等特別の事由が生じたとき(補助事業者の責めに帰すべき事情による

ときを除く。)は、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその

決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助金等の

うち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。 

2 市長は、前項の規定による補助金等の交付の決定の取消し等により特別に必要とな

った事務又は事業に対しては、次の各号に掲げる経費に限り補助金等を交付するもの

とする。 

(1) 補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費 

(2) 補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要

する経費 

(補助事業の遂行) 

第 10 条 補助事業者は、法令の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付

した条件その他法令に基づく市長の処分に従い、善良な管理者の注意をもつて補助事

業を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあ

っては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助

金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)を

してはならない。 

(状況報告) 

第 11 条 補助事業者は、市長が別に定めるところにより、補助事業の遂行の状況に関

し、市長に報告しなければならない。 

(実績報告) 

第 12条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたとき

を含む。)は、補助事業の成果を記載した実績報告書に市長の定める書類を添えて市

長に報告しなければならない。 

(補助金等の額の確定) 

第 13 条 市長は、前条の報告を受けたときは、当該報告書等の書類の審査及び必要に
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応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金等の交付の決

定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると

認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者に通知するものと

する。 

(是正のための措置) 

第 14 条 市長は、前条の調査等の結果補助事業の成果が補助金等の交付の決定の内容

及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これを適

合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して命ずることができる。 

2 第 12 条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業について準用する。 

(補助金等の交付の時期) 

第 15 条 市長は、第 13 条の規定により確定した額の補助金等を補助事業の終了後(補

助事業が継続して行われている場合には、市の会計年度末)に交付するものとする。

ただし、補助事業の目的又は内容の性質上その事業の終了前(補助事業が継続して行

われている場合には、市の会計年度途中)に交付しなければ補助金等の交付の目的を

達成することが困難であると認めるときは、一括又は分割して事前に概算交付するこ

とができる。 

2 市長は、前項ただし書の規定により事前に概算交付した補助事業について第 13条の

規定による補助金等の額の確定をしたときは、速やかに精算を行い、不足額を交付し、

又は剰余金額の返納を期限を定めて命ずるものとする。 

(決定の取消し) 

第 16 条 市長は、補助事業者が次の各号の一に掲げる行為をしたときは、補助金等の

交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 偽りその他不正な手段により補助金等の交付の決定を受けたとき。 

(2) 補助金等を他の用途へ使用したとき。 

(3) 補助事業に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法

令若しくは規程又はこれらに基づく市長の処分に違反したとき。 

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金等の額の確定があつた後におい

ても適用があるものとする。 

(決定の取消しの効果) 

第 17 条 補助事業者は、補助金等の交付の決定が取り消された場合は、取り消された

部分に係る補助金等の給付の請求又は損害賠償の請求をすることができない。また、

当該取消しに係る部分について既に補助金等が交付されているときは、市長の返還命

令に従い、その定める期限までに当該補助金等を返還しなければならない。 

(加算金及び延滞金) 

第 18 条 補助事業者は、その責めに帰すべき事由により補助金等の返還を命ぜられた

ときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じて、当該

補助金等の額につき年 10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなけれ

ばならない。 

2 前項の規定の適用については、当該補助金等が 2 回以上に分けて交付されていると

きは、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は最後の受領の日に受領したものとみ

なし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命
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ぜられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したもの

とみなす。 

3 第 1 項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の

納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、ま

ず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。 

4 補助事業者が補助金等の返還(第 15 条第 2 項の規定による返納を含む。次条におい

て同じ。)を命ぜられ、これを指定期限までに納付しなかつたときは、指定期限の翌

日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年 10.95パーセントの割合で

計算した延滞金を市に納付しなければならない。 

5 市長は、第 1項又は前項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、

加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。 

(他の補助金等の一時停止等) 

第 19 条 市長は、補助事業者が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金又

は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又

は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一

時停止し、又は当該補助金と未納付額とを相殺することができる。 

(財産の処分の制限) 

第 20 条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち次の

各号に掲げるものは、市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用

し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の

交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、

この限りでない。 

(1) 不動産及びその従物 

(2) 機械、重要な器具その他重要な資産で市長が定めるもの及びその従物 

(3) その他市長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要と認めて定めるも

の 

(端数計算) 

第 21 条 補助金等、その他この規則により交付し、又は納入すべき金銭について 1 円

未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 

(雑則) 

第 22条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

付 則 

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和 52年度予算より執行する補助金等から適用

する。 

2 この規則の施行前になされた昭和 52年度分の補助金等に関する申請、決定等の行為

は、この規則の各相当規定に基づいてなされたものとみなす。 
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はじめに 

現在、那覇市における補助金については、那覇市補助金等交付規則（以下「規則」という。）

において申請、実績報告など事務手続きを規定していますが、補助金採択等に関する明確な基

準となるものがありません。このため、市に補助金の要望があり、一度予算化されると、事業

実績による効果を評価しないまま安易に交付されたり、長年にわたり継続して交付されたりす

る例が見受けられます。また、補助対象経費において、基準が示されていないことから、本来

自己資金にて負担すべきものが補助対象経費に含まれている例も見受けらます。したがって補

助金について抜本的に見直す必要に迫られていますが、見直す視点としては、単に縮減、廃止

ということではなく、市民や市民団体などの多様な主体と行政の「協働」を前提にすることが

大切です。市民意識の高揚と行政の意識改革の中で、公平性・透明性・公益性が確保され、市

民の利益に役立つような活動を支援する新たな枠組みとして、市民参加を原点に、基準策定、

審査機関の設置など新たな補助金制度を構築するという視点で基本指針を定めました。 

 

定義：この基本指針において補助金とは、市が市以外の団体、個人に対し、公益上必要が在ると認めた場合

に交付する金銭的給付をいう。 

 

１ 補助金見直しのあり方 

 

（１）現状と課題 

①現状 

市の財政は、三位一体改革に伴い、平成１６年度予算編成時において約３７億円の歳

入減となり、平成１７年度においても約４８億円（平成１６年９月現在の想定）の歳入

減が予想されるなど、未曾有の財政逼迫の状況となっている。そのような中で現在「三

位一体改革緊急対応ビジョン」を策定し、行財政改革に取り組んでいる。 

②課題 

補助金の交付は、行政サービスを補完する公共的サービスの誘導や、公益的な市民活

動を活性化するなど、市の施策を展開する中で、長い間重要な役割を担ってきた。 

しかし、一方で次のような弊害が見受けられているのも事実である。 

ア 補助の長期化による既得権化 

いったん補助をはじめると一定の額の補助が長期化することが多く、全体の公平

性が失われるとともに、社会情勢が変化してもなかなか見直せない。 

イ 交付団体の自立の阻害 

交付される団体も補助金への依存を強め、自己財源の確保など自らの手で運営を

行う姿勢が希薄になりがち。 

ウ 補助金の適正な執行の見直し 

補助金を交付する行政側についても、交付することで目的が達せられたとし、補

助金の使途について真に目的にかなっているかの確認がおろそかになりがち。 

 （２）現補助金の種別とその課題 

現在本市が交付している補助金について、便宜上その性格と課題を次のとおり整理す
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る。 

①規則第２条第１項第１号「補助金」 

ア 法令に基づく補助 

【性格】法令により義務づけされている補助。 

【課題】その支出はやむを得ないが、国、県の交付基準があったとしても、市の支出

を伴うものは、その金額が妥当なものかどうか、事業内容を精査する必要が

ある。 

イ 団体運営費補助 

【性格】公益上必要と判断される新しい団体の設立に際して、その多くが初期の段階

では組織力・運営基盤がぜい弱であるため、自立できるまでの一定期間、運

営費に対して行う補助。 

【課題】長年補助を受けているにもかかわらず、自主・自立が認められない団体への

運営費補助は、見直しが必要である。 

ウ 外郭団体（外郭的団体）補助 

【性格】公益上必要とされる業務（市業務の代替等）を執行している団体への補助。 

【課題】外郭団体への補助は、人件費を含むケースが多いことから、人員配置を含め

過大になっていないか等をチェックする必要がある。団体の自主性を尊重し

つつ、市が団体の経営方針決定に関与できる体制が求められる。また、各団

体の事業運営が適切かつ効率的に実施されているか判断するため、団体内部

における監査役員の設置、外部監査の導入等を行うなど団体の経営について

透明性を確保するよう指導する必要がある。また（イ）の団体運営補助と類

似した課題もある。 

エ イベント補助 

【性格】イベント（各種大会開催等）に対する補助 

【課題】毎年実施しているから例年どおり補助を行うという考えではなく、真に効果

があり、多くの市民に波及するようなイベントに対し補助するという視点で、

事業内容、補助金の使途について精査する必要がある。また、那覇市を主会

場等として開催される全国、九州規模等の大会等の開催に関しては、財政的

効果（市内宿泊者数等）を重視する必要がある。 

オ 事業費補助 

【性格】公益上必要となる事業の実施に関する補助（派遣補助等を含む） 

【課題】行政が実施すべき事業を補完するための補助は、その積算費用を適正にする

必要がある。助成的補助（建設、物品購入補助等）は、当初導入時の誘引策

であり、その期間を見極め、終期を設定する必要がある。旅費補助は、補助

率の設定や補助対象費用、補助対象者（児童限定等）の見直しを行う必要が

ある。扶助的補助は、社会情勢の変化を勘案し合理的基準の検討が必要であ

る。 

 

②規則第２条第１項第２号「利子補給金」 

ア 利子補給金 

【性格】利子差額を補給することにより、事業目的を達成するための補助 
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【課題】金利の下落によって負担が非常に少ない現状を考慮すると、利子補給率の

見直しを中心とした制度の再検討が必要である。 

 

（３）見直しの視点 

①基本的視点 

   多様な主体と行政との役割分担を行うためには、まず公共性の有無を判断する必要

がある。補助金を含めた行政サービス公共性については、共同消費性（公益性）と必

需性の２つの観点から公共性を判断することを基本とし、以下の個別的指針を加味す

る。 

②加味する視点 

ア 財政的視点 

恒常的に交付している補助金、すでに補助目的を達成してしまっている補助金、

統合可能な補助金等について見直しを進めることにより、厳しい財政状況の中で限

られた財源の有効かつ効率的な活用を図るべきである。 

イ 補助事業内容重視の視点 

事業内容について、公益性の度合い、市民のニーズへの合致、さらに使途の適切

さなど、その内容を見直すことにより、単に補助金の削減そのものが目的ではなく、

交付事業の適正な執行や補助金の有効な活用を図るべきである。 

ウ 客観的視点（交付基準策定等） 

補助金交付のあり方を客観的に判断する基準の策定や、市民等の第三者による審

査を導入することにより、公平・公正な審査及び検討を行う必要がある。 

 

（４）見直し重点項目 

①事業費補助への移行 

補助金の交付にあたっては、本来事業費を対象に補助されるべきであり、事業に対

する計画が立てられ、事業目的の達成に向けて行政が資金的な支援をしていくことが

必要であると判断された場合に、補助金が交付されるべきである。このように補助対

象を明確に事業費に限定することで、補助の効果、必要性を問う事業評価につながる。 

②団体運営費補助のあり方 

「①事業費補助への移行」の考えから、団体運営費補助は、補助の対象となる経費

の範囲を定めた上で、終期を定め段階的に減額していくべきである。しかしながら、

団体の設立時などの初期段階において運営基盤が脆弱である場合への団体運営補助は、

本市の目標である「協働」に向けたパートナー育成の観点から、原則外として一部認

める必要がある。その際は、終期を定める。 

③公募型補助金制度の拡充 

時代の変化に伴う市民ニーズの多様化が進む中、地域における市民活動への助成要

望が増えつつある。「市民との協働」の推進に向け、パートナーとして信頼関係を保ち

つつ活動団体の自主性・自立性を損なわない範囲での助成は、重要性がますます高ま

っている。三位一体改革緊急対応ビジョン等の行財制改革の目標である「多様な主体

と行政との協働」のために、現在実施している「NPO活動支援助成金」的な公募型制度

の拡充または既存補助金についてその性質に応じ公募型転換の検討が必要である。 
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  ④終期の設定（サンセット方式の確立） 

     補助が長期間にわたる場合、既得権化等の様々な課題が表出してくる。そのため補

助金については、適切な見直しを適時実施し、弊害を防ぐために終期を設定する必要

がある。新たな補助金については、開始時に、既存の補助金は改めて終期を設定する。

なお、終期は通算３年以内を原則とする。 

 

２ 補助金の交付と見直しに関する基準など 

前章の「補助金見直しのあり方」を受けて、本市の補助金制度をあるべき姿としていく

ために、以下の基準と方針に基づいた補助金制度の運用を行うものとする。 

 

（１）補助金交付基準 【別表１】 

地方自治法では、地方公共団体は、公益上必要がある場合において補助することが

できることになっている。公益上必要があるかどうかの判断は、十分かつ客観的に妥

当性があるものでなければならない。この視点に基づき、多種多様な補助金について

公平性を確保し補助金を交付（審査）するための基準。なお予算の単年度主義の原則

に基づき、補助金についても年度単位で予算化する必要があるため、毎年度この基準

に基づき審査決定する。 

 

（２）補助金見直し基準（通算３年超の補助金の判断基準）【別表２】 

終期設定の原則から、補助金は通算３年以内で交付を終了する。しかしながら継続

する必要が認められる場合もあり、補助金については、通算３年経過した際に改めて

見直しを行う必要がある。その継続、廃止等の見直しのための判断基準。なお補助金

見直し基準は、補助金交付基準を踏まえ適用する。 

 

（３）見直し審査機関の設置 （補助金の採択及び見直しのための第三者審査機関の設置） 

今後、補助金制度が、既得権や前例にとらわれない客観性と公平性が確保できる制度とし

て確立していくためには、行政側だけでなく、主権者である市民の視点と専門的観点から判

断する必要がある。このため、補助金の新規、継続等の審査等における「協働」のため公募

市民や専門的識見を有する第三者による審査機関を設置し、補助金交付の適否や使途の妥当

性を客観的に審査する。その審査機関は、定期的に設置する。 

 

 

３ 負担金等 

   負担金等に関しては、前章までの補助金の規定等に準じて取り扱うものとする。 



１１ 

【別表１】 補助金交付基準 

内容 項目 説明 

１
判 

断 

指 

針 

(1)事業の公共性 

（必需性、公益

性） 

① 地域での住民自治、社会福祉の推進について高い必要性を認め

るもので、特定のもののみの利益に供することのないもの。 

② 行政の施策として、事業を団体、個人に積極的に推進しようと

するもの。 

③ 地域の経済・産業の振興、雇用の促進の分野において、行政が

積極的に普及・支援する上で、事業推進を図るための援助が必

要と認められるもの。 

(2)事業の効果性 

（有効性・効率

性・適時性） 

① 補助金の交付に対して効果が認められること。 

② 事業活動の目的・視点・内容などが明示され、かつ社会、経済

情勢に合致していること。 

③ 多様な主体と行政との役割分担の中で、真に補助すべき事業・

活動であること。 

④ 社会情勢から時宜を得ていること。 

(3)団体等の適格

性 

 

① 団体等の会計処理及び使途が適切であること。 

・団体等の決算において、実質的に繰越金または剰余金等が補助

金額の２分の１を越えていないこと。 

・団体等において適正な監査機能を有していること。 

② 団体等の事業活動の内容が団体等の目的と合致していること。 

２
補
助
対
象
経
費 

(1)事業費対象の

原則 

① 団体運営経費にかかる補助は原則対象としない。（ただし、第 1

章(4) ②に規定する新規団体に対する場合は除く） 

② 現行の団体運営経費の内、交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費

等は対象としない。 

③ 調査研究に係る事業の内、直接事業に係わらない視察旅費は対

象としない。 

(2)補助率・補助

単価の明確化の

原則 

① 補助対象の範囲及び内容に対する補助の程度を補助率、補助単

価等の数値基準を各々の要綱にて明確にし、補助金の交付額を

決定する。 

② 大会補助については次の額。（ただし、市が実質的に共催する場

合等市長が特に必要と認めた場合はこの限りでない） 

・市内宿泊予定人員が５百人未満  ５万円 

  ・   〃     ５百人以上 １０万円 

３
期
間 

(1)終期の設定の

原則 

① 市単独補助金は、原則として通算３年以内で交付を終了する。 

② 国や県の制度によるものは、補助終了をもって終了することを

原則に見直す。なお補助期間内であっても必要に応じ見直す。 

 

 

 

 



１２ 

【別表２】 補助金見直し基準（通算３年経過後の補助金に関する判断基準） 

方向 項目 見直し手法、内容等 

１
継 

続
（
見
直
し
を
含
む
） 

(1) 法令等により補助することが義務付けられている

もの。 

（ア：経費精査） 

(2) 国、県の補助金を財源の一部として当てる事業の

うち、市の負担が義務的であるもの。 

（ア：経費精査） 

※国県補助終了をもって廃止 

(3) 他市町村との協議等により市の負担が決定してい

るもの。 

（ア：経費精査）+（ウ：決算確認）+

（エ：削減率） 

※他市等との協議 

(4) 行政目的を達成するために、行政が実施すべき事

業を補完して実施しているもの。 

（ア：経費精査）+（ウ：決算確認）+

（エ：削減率） 

(5) ｢補助金交付基準｣（別表１）に概ね適合しており、

補助の必要性が認められるもの。 

同上 

２
廃
止 

(1) 既存の団体運営経費に対する補助 廃止（場合により事業費補助金

への切替等） 

(2) 施策の浸透、普及等により、補助目的が達成され

たもの。 

廃止 （場合により、（イ：年次縮

減）＋（オ：終期設定）等の手法

による縮減） 

(3) 社会情勢等の変化により、補助の目的・視点・内

容が適切でなくなり、事業効果が薄れているもの。 

同上 

(4) 長期にわたり継続して補助しているもののうち、

目的が十分達成されていないなど事業効果が不明

確又は乏しいもの、事業目的があいまいになって

いるもの 

同上 

(5) その他、交付に関する基準に適合していないと思

われる事業又は団体に対して補助するもの 

同上 

３
費
目 

 
 
 
 
 

変
更 

(1) 補助金になじまない事業（市の直接経費での支出） 

 

※委託費、報償費等の検討 （場

合により（ア：経費精査）+（ウ：決

算確認）、（エ：削減率）） 

４
統
廃

合 
(1) 交付に関する基準により補助の必要性は認められ

るが、類似の補助（委託）があるため、整理統合に

より効果があがるもの 

（ア：経費精査）+（ウ：決算確認）+

同一団体に対す場合（補助、委

託等）及び同一趣旨の統廃合 

（見直し手法の凡例と補足説明） 

（ア）・・・経費の精査（見直し） 

（イ）・・・年次的縮減 （現在額×１／終了までの年限） 

（ウ）・・・決算の確認（実質的に繰越金又は剰余金が補助金額の１割を超えると判断される

場合、繰越均等の２分の１に相当する額を補助金から削減する） 

（エ）・・・予算編成方針における市の一般財源削減率に準じて市長が定める率による削減 

（オ）・・・終期の設定 



平成２５年度　行政監査対象補助事業一覧表（平成２４年度実施分）

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

整理番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

49

50

課名

健康推進課

議会事務局庶務課

市民生活安全課

生涯学習課

まちづくり協働推進課

文化振興課

環境政策課

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

16

17

18

19

20

21

道路管理課

学校教育課

文化財課

観光課

福祉政策課

ちゃーがんじゅう課

障がい福祉課

商工農水課

こどもみらい課

子育て応援課

青少年育成課

市民スポーツ課

事業名

那覇市交通安全市民運動推進協議会事業補助金

スクールゾーン委員会交通安全対策事業補助金

保灯設置事業補助金

那覇・豊見城地区防犯協会補助金

那覇・豊見城地区交通安全協会補助金

育英事業

那覇市ＰＴＡ連合会運営補助金

保健衛生団体補助

政務調査費

那覇市連絡事務委託及び受託自治会補助事業

那覇市協働によるまちづくり推進協議会補助金

自治会長連合会補助金

小学校区コミュニティモデル事業

協働によるまちづくり事業補助金

観光協会事業補助金

なはまちなか振興課

観光協会運営補助金

文化協会助成事業

住宅用太陽光発電・太陽熱利用システム導入促進助成事業

那覇市社会福祉協議会補助金

那覇市民生委員児童委員連合会補助金

那覇市地域福祉基金助成事業

那覇保護区保護司会補助金

那覇市連合遺族会運営補助金

那覇市シルバ－人材センタ－運営補助金

高齢者公共交通割引制度

那覇市身体障害者福祉協会運営補助金

地域活動支援センターⅢ型販路拡大支援事業

企業立地促進奨励助成事業

那覇商工会議所事業費助成

日本商工会議所青年部　第３２回全国大会　おきなわ那覇大会事業費補助金

障がい者雇用安定化推進事業

小口資金融資事業

新垣家住宅保存整備事業

若年者雇用安定化推進事業

補助金（団体補助）

営農指導等促進事業（補助金）

頑張るマチグヮー支援事業

障がい児保育事業（認可）

保育所地域活動事業（認可）

一時保育事業（認可）

地域組織活動育成事業

母子家庭等職業自立支援事業奨励金

補助金（那覇市青少年健全育成市民会議）

補助金（那覇市青年団体連絡会）

日本ボーイスカウト沖縄県連盟運営補助金

私道整備補助金

第６４回沖縄県民体育大会先島地区開催に伴う派遣補助金

那覇市体育協会運営補助金

天皇賜杯第６７回全日本軟式野球選手権大会補助金

那覇地区中学校体育連盟主催事業補助金

13



市内の小学校に設置されているスクールゾーン委員会

補助金で行う事業 スクールゾーンでの交通安全対策

補助金充当対象経費 活動費全般

⑪ 補助金の成果
スクールゾーンであることを示す立て看板の設置、立哨旗を持っての立哨
活動を行うことにより、運転者に対してのアピール効果あり、結果児童の交
通安全確保につながっている。

⑦ 根拠法令・要綱等 那覇市交通安全対策事業補助金交付要綱

⑧ 市民ニーズ・地域課題・社会情勢
登下校時における児童生徒が巻き込まれる交通事故が後を絶たないことか
ら、児童の安全を積極的に守る必要がある。

⑨ 補助金の目的
各小学校スクールゾーン委員会が実施する交通安全の啓発活動に対し補
助することにより、児童の交通安全の確保を行う。

⑩
補助金の
内容

対象者・団体等

④ 事業の目的 校区内の児童生徒の交通安全確保

⑤ 補助金の分類【選択】 団体補助 性質 市単独

⑥ 予算科目 会計 一般会計 款 02　総務費 項 01　総務管理費 目 11交通安全対策費

会計 一般会計 款

② 補助金名称 那覇市交通安全対策事業補助金

③ 事務期間 始期 昭和52年 ～ 終期 継続

平成25年度行政監査対象補助事業（平成24年度実施分）
整理番号 2 担当部課名 市民文化部市民生活安全課

① 事業名称 スクールゾーン委員会交通安全対策事業補助金

終期 継続

補助金の
内容

対象者・団体等 那覇市交通安全市民運動推進協議会

補助金で行う事業 交通指導員活動助成、交通安全ポスター、交通安全功労者表彰式

補助金充当対象経費 運営費

補助金の成果
意識啓発のための交通安全運動や交通指導員の活動から、交通事故を未
然に防ぐことに寄与している。

⑩

整理番号 1 担当部課名

那覇市交通安全運動推進協議会事業補助金

⑧ 市民ニーズ・地域課題・社会情勢
飲酒運転の検挙率がワースト１である沖縄県において、交通事故を根絶す
るために罰則を含めた警察の取り締まりはもちろん、道路利用者の意識啓
発のための取組が欠かせない。

⑨ 補助金の目的
交通事故を根絶し、市民の生命と安全を守り、安心で住みよい街をつくるた
め、市民総ぐるみで交通安全運動を積極的に推進する。

項 01総務管理費 目 11 交通安全対策費

⑦ 根拠法令・要綱等 那覇市交通安全対策事業補助金交付要綱

⑥ 予算科目

市民文化部市民生活安全課

02　総務費

⑪

平成25年度行政監査対象補助事業（平成24年度実施分）

① 事業名称

④ 事業の目的
交通事故を根絶し、市民の生命と安全を守り、安心で住みよい街をつくるため、市
民総ぐるみで交通安全運動を積極的に推進する。

⑤ 補助金の分類【選択】 団体補助 性質 市単独

② 補助金名称 那覇市交通安全対策事業補助金

③ 事務期間 始期 昭和52年 ～
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那覇地区防犯協会、小禄・豊見城地区防犯協会

補助金で行う事業 両防犯協会が実施する防犯活動事業

補助金充当対象経費 運営費

⑪ 補助金の成果
両防犯協会の活動に対する支援を行うことで、犯罪や非行のない明るく安
全で住みよい地域社会の推進にに寄与した。

⑦ 根拠法令・要綱等 那覇市防犯事業補助金交付要綱、南部市町村会決定による補助額

⑧ 市民ニーズ・地域課題・社会情勢
犯罪や非行のない明るく安全で住みよい地域社会の実現が求められてい
る。

⑨ 補助金の目的
両防犯協会は、民間防犯団体の中核として、上記⑧の実現を目指した活動
を行っている団体であり、補助による団体への支援を行う。

⑩
補助金の
内容

対象者・団体等

④ 事業の目的 防犯活動を推進し、市民生活の安全を守る

⑤ 補助金の分類【選択】 団体補助 性質 市単独

⑥ 予算科目 会計 一般会計 款 02総務費 項 01総務管理費 目 01一般管理費

② 補助金名称 那覇市防犯事業補助金

③ 事務期間 始期 昭和５３年 ～ 終期 継続

平成25年度行政監査対象補助事業（平成24年度実施分）
整理番号 4 担当部課名 市民文化部市民生活安全課

① 事業名称 那覇・豊見城地区防犯協会補助金

保安灯を新設する自治会・通り会などの地域団体

補助金で行う事業 保安灯の新設

補助金充当対象経費 保安灯の新設に要する経費

⑪ 補助金の成果
保安灯設置にかかる地域団体の負担を軽減することで、設置の促進を図
り、安全で快適な生活環境の整備促進に寄与した。

⑦ 根拠法令・要綱等
那覇市安全で住みよいまちづくりに関する条例、那覇市保安灯設置事業補
助金交付要綱

⑧ 市民ニーズ・地域課題・社会情勢
暗い歩道の安全対策として、自治会等の地域団体において保安灯を設置
しているが、費用負担が大きいことから設置費への支援が求められている。

⑨ 補助金の目的
自治会等が保安灯を設置する際に、設置費の一部を補助することにより、
安全で快適な生活環境の整備を促進します。

⑩
補助金の
内容

対象者・団体等

④ 事業の目的 安全で快適な生活環境の整備促進を図る

⑤ 補助金の分類【選択】 事業補助 性質 市単独

⑥ 予算科目 会計 一般会計 款 02総務費 項 01総務管理費 目 01一般管理費

② 補助金名称 那覇市保安灯設置事業補助金

③ 事務期間 始期 昭和４９年 ～ 終期 継続

平成25年度行政監査対象補助事業（平成24年度実施分）
整理番号 3 担当部課名 市民文化部市民生活安全課

① 事業名称 保安灯設置事業補助金

15



⑩
補助金の
内容

対象者・団体等 公益財団法人　那覇市育英会

補助金で行う事業 学資の貸与事業

補助金充当対象経費 運営費及び事業費

⑪ 補助金の成果
平成17～24年度までに、現在403名（延べ人数）の学生へ1億9,375万円の貸与を行
い、沖縄県の教育、文化及び産業に資する優秀な人材の育成を行った。

⑦ 根拠法令・要綱等 那覇市育英会補助金交付要綱

⑧ 市民ニーズ・地域課題・社会情勢
昨今の不景気の影響を受け、経済的な制約で修学を断念することがないよう、その
ような学生に支援する制度である。近年奨学金に対するニーズが増えてきている。

⑨ 補助金の目的 育英事業の推進を図ること

④ 事業の目的
優秀ながら経済的理由により修学困難な学生に学資を無利息で貸与すること
により青年の修学継続を支援して青少年の健全な育成に寄与し、沖縄県の教
育、文化及び産業に資する優秀な人材の育成に資することを目的とする。

⑤ 補助金の分類【選択】 団体補助 性質 市単独

⑥ 予算科目 会計 一般会計 款 10　教育費 項 05　社会教育費 目 01　社会教育総務費

② 補助金名称 那覇市育英会補助金

③ 事務期間 始期 平成17年 ～ 終期 継続

平成25年度行政監査対象補助事業（平成24年度実施分）
整理番号 6 担当部課名 生涯学習部　生涯学習課

① 事業名称 育英事業

那覇・豊見城地区交通安全協会

補助金で行う事業 交通安全啓発活動

補助金充当対象経費 運営費

⑪ 補助金の成果
広報用資料(チラシ・うちわ)の作成、配布による交通安全思想の啓発を行っ
ている。

⑦ 根拠法令・要綱等
那覇市交通安全対策事業補助金交付要綱、南部市長村会決定による補
助額（豊見城地区）。

⑧ 市民ニーズ・地域課題・社会情勢
沖縄県では人身事故に占める飲酒運転の割合は23年連続で全国ワースト
であり、死亡事故も発生している。また、人口、自動車保有台数、運転免許
保有者数が年々増加しており、それにあわせて事故も増加しています。

⑨ 補助金の目的 上記④の実現のため、広報・啓発活動の補助を行う。

⑩
補助金の
内容

対象者・団体等

④ 事業の目的
市民の交通安全意識の高揚を図り、那覇市から交通事故を減らす活動を行ってい
る両地区交通安全協会に対し支援を行う。

⑤ 補助金の分類【選択】 団体補助 性質 市単独

⑥ 予算科目 会計 一般会計 款 02　総務費 項 01　総務管理費 目 11交通安全対策費

② 補助金名称 那覇市交通安全対策事業補助金

③ 事務期間 始期 昭和52年 ～ 終期 継続

平成25年度行政監査対象補助事業（平成24年度実施分）
整理番号 5 担当部課名 市民文化部市民生活安全課

① 事業名称 那覇・豊見城地区交通安全協会補助金
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⑩
補助金の
内容

対象者・団体等 公益財団法人　沖縄県ゆうな協会

補助金で行う事業 ハンセン病患者への治療及び予防、ハンセン病の正しい知識の普及

補助金充当対象経費 団体運営に関わる経費

⑪ 補助金の成果
ハンセン病患者への治療及び予防、ハンセン病の正しい知識の普及・啓発
を図ることで、ハンセン病問題を偏見なく正しい理解へと導いていく。

⑦ 根拠法令・要綱等 那覇市保健団体運営補助金交付要綱

⑧ 市民ニーズ・地域課題・社会情勢
ハンセン病の正しい理解への普及・啓発を図り、在宅患者の外来治療、社
会復帰者の厚生指導の必要性がある。

⑨ 補助金の目的 ハンセン病患者への治療及び予防、ハンセン病の正しい知識の普及

④ 事業の目的
保健衛生関係団体の運営費及び事業費を助成することにより、市民の保健衛生の向上を図
る。

⑤ 補助金の分類【選択】 団体補助 性質 市単独

⑥ 予算科目 会計 一般会計 款 04衛生費 項 01保健衛生費 目 01保健衛生総務費

② 補助金名称 沖縄県ゆうな協会団体運営補助金

③ 事務期間 始期 平成２年 ～ 終期 継続

平成25年度行政監査対象補助事業（平成24年度実施分）
整理番号 8-1 担当部課名 健康部 保健所 健康増進課

① 事業名称 保健衛生団体補助

⑩
補助金の
内容

対象者・団体等 那覇市PTA連合会

補助金で行う事業
童話・お話・意見発表大会の開催、市PTA研究大会及び指導者研修会の開催、各種PTA研
修への参加、以上の活動を通しての児童生徒の健全育成活動、家庭教育活動の充実

補助金充当対象経費 事業及び事業に要する経費

⑪ 補助金の成果
PTAが行う諸事業を通して、子ども達の健全育成やPTAの資質向上につながってい
る。

⑦ 根拠法令・要綱等 那覇市生涯学習振興費補助金交付要綱

⑧ 市民ニーズ・地域課題・社会情勢
家庭や地域の人間関係の希薄化に起因する様々な課題に対応していくためには、
ＰＴＡの果たす役割は大きいものがある。 PTAは学校・家庭・地域社会を結ぶかけ
橋であるとともに、三者の連携をすすめる中核的な役割を担っている。

⑨ 補助金の目的
那覇市PTA連合会が実施する生涯学習振興事業又は事務に要する経費の一部を
市が補助し、もって総合的な生涯学習の振興を図ることを目的とする。

④ 事業の目的
小学校及び中学校の児童生徒の健全育成及び福祉を増進するとともに各単P相互
緊密な連絡協力と地域社会との連携によって、社会教育関係団体としてのPTAの健
全な発展を図り、教育の振興発展に寄与することが目的である。

⑤ 補助金の分類【選択】 団体補助 性質 市単独

⑥ 予算科目 会計 一般会計 款 10　教育費 項 05　社会教育費 目 01　社会教育総務費

② 補助金名称 那覇市PTA連合会運営補助金

③ 事務期間 始期 昭和51年 ～ 終期 継続

平成25年度行政監査対象補助事業（平成24年度実施分）
整理番号 7 担当部課名 生涯学習部　生涯学習課

① 事業名称 那覇市PTA連合会運営補助金
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⑩
補助金の
内容

対象者・団体等 社団法人　南部地区歯科医師会

補助金で行う事業 デンタルフェア事業開催補助

補助金充当対象経費 デンタルフェア事業開催に伴う運営費

⑪ 補助金の成果

平成24年度：
那覇会場（入場者1,053人）、小禄会場（入場者423人）、首里会場（入場者353人）、
久茂地会場（入場者186人）、与儀会場（入場者228人）

⑦ 根拠法令・要綱等 那覇市保健事業運営補助金交付要綱

⑧ 市民ニーズ・地域課題・社会情勢
幼児・児童生徒のむし歯の割合が沖縄県は全国よりも高い現状があることより、乳幼
児からのむし歯予防、歯の保健に関する正しい知識の普及啓発が求められている。

⑨ 補助金の目的
口腔の健康維持に関する正しい知識を、地域住民に対して普及啓発するとともに、
歯科疾患の予防に関する適切な習慣の定着を図り、併せてその早期発見・早期治
療を励行することにより、地域住民の健康保持増進に寄与することを目的とする。

④ 事業の目的
保健衛生関係団体の運営費及び事業費を助成することにより、市民の保健衛生の向上を図
る。

⑤ 補助金の分類【選択】 団体補助 性質 市単独

⑥ 予算科目 会計 一般会計 款 04衛生費 項 01保健衛生費 目 01保健衛生総務費

② 補助金名称 デンタルフェア事業開催補助

③ 事務期間 始期 平成２年 ～ 終期 継続

平成25年度行政監査対象補助事業（平成24年度実施分）
整理番号 8-3 担当部課名 健康部 保健所 健康増進課

① 事業名称 保健衛生団体補助

⑩
補助金の
内容

対象者・団体等 那覇市献血推進協議会

補助金で行う事業 献血思想の普及啓発、安定的に安全な血液の確保

補助金充当対象経費 団体運営に関わる経費

⑪ 補助金の成果 平成24年度：那覇市内献血者（企業・学校・市職員・献血協力会）8,226人

⑦ 根拠法令・要綱等 那覇市献血推進協議会事業補助金交付要綱

⑧ 市民ニーズ・地域課題・社会情勢

2012年度は県外の血液センターから400ｍｌ献血約３千人分に相当する
6065単位の血液製剤を譲り受けるなど、県内の血液不足は慢性化し、ま
た、献血離れのある若年層の献血への普及・啓発、安定的に安全な血液の
確保等が求められている。

⑨ 補助金の目的 献血思想の普及啓発、安定的に安全な血液を確保するために事業を実施

④ 事業の目的
保健衛生関係団体の運営費及び事業費を助成することにより、市民の保健衛生の向上を図
る。

⑤ 補助金の分類【選択】 団体補助 性質 市単独

⑥ 予算科目 会計 一般会計 款 04衛生費 項 01保健衛生費 目 01保健衛生総務費

② 補助金名称 那覇市献血推進協議会事業補助金

③ 事務期間 始期 平成２年 ～ 終期 継続

平成25年度行政監査対象補助事業（平成24年度実施分）
整理番号 8-2 担当部課名 健康部 保健所 健康増進課

① 事業名称 保健衛生団体補助
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⑩
補助金の
内容

対象者・団体等 那覇市議会の会派または議員

補助金で行う事業 政務調査

補助金充当対象経費 研究研修費、調査旅費、資料作成費、資料購入費、広報費、広聴費、人件費、事務所費他

⑪ 補助金の成果
政務調査費により市政に関する研修への積極的な参加や、調査活動が行
われており、議会活動や政策提言・提案へ繋がっている。

⑦ 根拠法令・要綱等
地方自治法第１００条第１３項～第１６項、那覇市議会政務調査費の交付に
関する条例、同規程

⑧ 市民ニーズ・地域課題・社会情勢
地方分権に伴い、地方議会の機能や役割がおおきくなり、活性化と審議能
力の強化が求められている。また、地方議員の専業化、常勤化が進み議会
外での日常的な議員活動基盤の充実を図ることが必要となった。

⑨ 補助金の目的 那覇市議会議員の調査研究に資するため

④ 事業の目的 那覇市議会議員の調査研究に資するため

⑤ 補助金の分類【選択】 事業補助 性質 市単独

⑥ 予算科目 会計 01　一般 款 01　議会費 項 01　議会費 目 01　議会費

② 補助金名称 政務調査費

③ 事務期間 始期 平成１３年度 ～ 終期 継続

平成25年度行政監査対象補助事業（平成24年度実施分）
整理番号 9 担当部課名 議会事務局　庶務課

① 事業名称 政務調査費

⑩
補助金の
内容

対象者・団体等 那覇市医師会　那覇看護専門学校

補助金で行う事業 看護師及び准看護師の養成事業への運営費負担

補助金充当対象経費 団体運営費

⑪ 補助金の成果 平成24年度：卒業者（看護学科85人）、（准看護学科63人）

⑦ 根拠法令・要綱等 那覇市保健事業運営補助金交付要綱

⑧ 市民ニーズ・地域課題・社会情勢
高齢社会等による看護師の需要は増えており、市内の医療機関において
は、看護師不足が生じている。そのため、一定数の看護師を養成する必要
がある。

⑨ 補助金の目的 看護師及び准看護師の養成事業への運営費負担

④ 事業の目的
保健衛生関係団体の運営費及び事業費を助成することにより、市民の保健衛生の向上を図
る。

⑤ 補助金の分類【選択】 団体補助 性質 市単独

⑥ 予算科目 会計 一般会計 款 04衛生費 項 01保健衛生費 目 01保健衛生総務費

② 補助金名称 那覇看護専門学校運営補助金

③ 事務期間 始期 平成２年 ～ 終期 継続

平成25年度行政監査対象補助事業（平成24年度実施分）
整理番号 8-4 担当部課名 健康部 保健所 健康増進課

① 事業名称 保健衛生団体補助
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那覇市連絡事務委託契約を締結している自治会

補助金で行う事業 掲示板の新設及び改修

補助金充当対象経費 掲示板の新設及び改修にかかる費用

⑪ 補助金の成果
ポスター等が掲示板へ掲示されることで、地域住民に市政広報が周知さ
れ、生活の向上が図られている。

⑦ 根拠法令・要綱等 那覇市自治会掲示板の新設及び修繕補助金交付要綱

⑧ 市民ニーズ・地域課題・社会情勢
市民の生活の向上のため、ポスター等による市政情報の周知が求められて
いる。

⑨ 補助金の目的 広報活動のための掲示板が十分に備わっていない自治会への支援

⑩
補助金の
内容

対象者・団体等

④ 事業の目的 市政の広報を担う自治会の広報活動を充実させ、市政の円滑な運営を図る。

⑤ 補助金の分類【選択】 事業補助 性質 市単独

⑥ 予算科目 会計 一般会計 款 02総務費 項 01総務管理費 目 01一般管理費

② 補助金名称 那覇市自治会掲示板の新設及び修繕補助金

③ 事務期間 始期 平成16年 ～ 終期 継続

平成25年度行政監査対象補助事業（平成24年度実施分）
整理番号 10-2 担当部課名 市民文化部まちづくり協働推進課

① 事業名称 那覇市連絡事務委託及び受託自治会補助事業

⑩
補助金の
内容

対象者・団体等 那覇市連絡事務委託契約を結んでいる自治会

補助金で行う事業 文化活動事業、親睦事業

補助金充当対象経費 活動費、会議費

⑪ 補助金の成果
バスツアー、グラウンドゴルフ大会、ピクニック、敬老会、学事奨励会、伝統
文化事業の継承、環境美化活動等を那覇市内の各自治会が地域で行うこ
とで楽しい暮らしの実現につながる。

⑦ 根拠法令・要綱等 那覇市自治会及び準備委員会等事業補助金交付要綱

⑧ 市民ニーズ・地域課題・社会情勢
地域での関係の希薄化が問題となっている現状において、財政的な問題
で地域の振興事業が十分に行えない自治会の財政的支援が求められてい
る。

⑨ 補助金の目的
新しい自治会の結成支援と既存の自治会の会員の連携を深める事業の支
援

④ 事業の目的 自治会が、当該地域の連携を深めるとともに、コミュニティ活動の活性化を図る。

⑤ 補助金の分類【選択】 事業補助 性質 市単独

⑥ 予算科目 会計 一般会計 款 02総務費 項 01総務管理費 目 01一般管理費

② 補助金名称 那覇市自治会及び準備委員会等事業補助金

③ 事務期間 始期 昭和52年 ～ 終期 継続

平成25年度行政監査対象補助事業（平成24年度実施分）
整理番号 10-1 担当部課名 市民文化部まちづくり協働推進課

① 事業名称 那覇市連絡事務委託及び受託自治会補助事業
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市と連絡事務委託契約を締結している自治会

補助金で行う事業 自治会集会所建設事業

補助金充当対象経費 集会所建設経費

⑪ 補助金の成果
集会所を活動拠点として有効に活用することにより、地域住民の生活向上
につながる。

⑦ 根拠法令・要綱等 那覇市自治会集会所の建設及び改修等事業補助金交付要綱

⑧ 市民ニーズ・地域課題・社会情勢
住民相互扶助・安全安心・環境美化などの市民生活に関わる活動の中心
が自治会組織であり、活動の拠点となる集会所は極めて重要な社会資源で
ある。

⑨ 補助金の目的
活動の拠点となる集会所を整備することにより、さらなる自治会活動の充実
を図る。

⑩
補助金の
内容

対象者・団体等

④ 事業の目的 自治会の活動拠点である集会所の建設

⑤ 補助金の分類【選択】 事業補助 性質 市単独

⑥ 予算科目 会計 一般会計 款 02総務費 項 01総務管理費 目 01一般管理費

② 補助金名称 那覇市自治会集会所建設補助金

③ 事務期間 始期 平成17年 ～ 終期 継続

平成25年度行政監査対象補助事業（平成24年度実施分）
整理番号 10-4 担当部課名 市民文化部　まちづくり協働推進課

① 事業名称 那覇市自治会集会所建設補助

那覇市連絡事務委託規則に基づく契約を締結した地域自治組織（自治会）

補助金で行う事業 土地、建物の賃借料の支払い

補助金充当対象経費 土地、建物の賃借料

⑪ 補助金の成果
地域コミュニティ活動が継続することにより、地域住民の生活向上につなが
る

⑦ 根拠法令・要綱等 那覇市自治会事務所賃借料補助金交付要綱

⑧ 市民ニーズ・地域課題・社会情勢
自治会は、地域コミュニティ活動の拠点として、自治会事務所を運営及び利
用する必要がある。

⑨ 補助金の目的 地域コミュニティ活動の支援

⑩
補助金の
内容

対象者・団体等

④ 事業の目的 自治会の活性化と、市民生活の向上

⑤ 補助金の分類【選択】 事業補助 性質 市単独

⑥ 予算科目 会計 一般会計 款 02総務費 項 01総務管理費 目 01一般管理費

② 補助金名称 那覇市自治会事務所賃借料補助金

③ 事務期間 始期 平成３年 ～ 終期 継続

平成25年度行政監査対象補助事業（平成24年度実施分）
整理番号 10-3 担当部課名 市民文化部　まちづくり協働推進課

① 事業名称 那覇市連絡事務委託及び受託自治会補助事業
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⑩
補助金の
内容

対象者・団体等 那覇市自治会長会連合会

補助金で行う事業 ①専門部会②研修会③講習会④選任事務員の配置

補助金充当対象経費 研修費、会議費、職員手当等

⑪ 補助金の成果
専門部会：「事例発表等」２回開催、研修会「歴史研究」
講習会「健康講座」、選任事務員の配置：常勤

⑦ 根拠法令・要綱等
那覇市自治会長会連合会事業補助金交付要綱、那覇市自治会長会連合
会会則

⑧ 市民ニーズ・地域課題・社会情勢
自治会の繋がりを形成するために那覇市自治会長会連合会の必要性があ
るという現状のなかで、この会の運営、活動の援助が求められている。

⑨ 補助金の目的
市民生活の向上と市内各自治会の活性化、市行政との連携強化に資する
ため那覇市自治会長会連合会の円滑な運営及び組織の強化を図ること。

④ 事業の目的
市民生活の向上と市内各自治会の活性化、市行政との連携強化に資する
ため那覇市自治会長会連合会の円滑な運営及び組織の強化を図ること。

⑤ 補助金の分類【選択】 団体補助 性質 市単独

⑥ 予算科目 会計 一般会計 款 02総務費 項 01総務管理費 目 01一般管理費

② 補助金名称 自治会長連合会補助金

③ 事務期間 始期 平成４年度 ～ 終期 継続

平成25年度行政監査対象補助事業（平成24年度実施分）
整理番号 12 担当部課名 市民文化部まちづくり協働推進課

① 事業名称 自治会長連合会補助金

⑩
補助金の
内容

対象者・団体等 那覇市協働大使、まちづくりに関心のある市民等

補助金で行う事業 ゆんたく会、専門部会、協働によるまちづくり普及啓発事業等

補助金充当対象経費 事業費、協議会運営費

⑪ 補助金の成果
協働によるまちづくりを促進することで、地域住民が繋がり、彼らの自主性や
地域力が生まれ、「ちゅい助き助き」精神が根付く。「いい暮らしよりも楽しい
暮らしを」というような誰もが住みよい心豊かなまちとなる。

⑦ 根拠法令・要綱等 　那覇市協働によるまちづくり推進協議会補助金交付要綱

⑧ 市民ニーズ・地域課題・社会情勢

地域には、各分野に特化した人材が存在しているが、それらの相互の繋がりがない
ために各自で活動している状況である。地域社会が複雑化している現代で、地域の
キーパーソン的な人達が繋がり、地域との関係を密にすることで、自ら地域課題を解
決することができる協働によるまちづくりが重要である。

⑨ 補助金の目的 協働大使の繋がりづくりと協働によるまちづくりの実践的な取り組みの促進。

④ 事業の目的
各分野、地域において点在して活躍する協働大使をはじめ、地域住民を点から線
へ、線から面へと繋げるための支援をし、協働によるまちづくりの推進を図る。

⑤ 補助金の分類【選択】 事業補助 性質 市単独

⑥ 予算科目 会計 一般会計 款 02総務費 項 01総務管理費 目 01一般管理費

② 補助金名称 那覇市協働によるまちづくり推進協議会補助金

③ 事務期間 始期 平成23年 ～ 終期 継続

平成25年度行政監査対象補助事業（平成24年度実施分）
整理番号 11 担当部課名 市民文化部　まちづくり協働推進課

① 事業名称 那覇市協働によるまちづくり推進協議会補助金
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地域自治組織（自治会）及び協働大使が所属する団体や、NPO等の団体

補助金で行う事業 地域の身近な生活課題の解決を那覇市と協働で分担する事業

補助金充当対象経費 飲食費と委託費以外の経費

⑪ 補助金の成果
金城ダム通りの美化・まちづくり意識の醸成、うちなーぐちの普及、男女共
同参画を意識したコミュニティ活性化、市内バス観光活性化

⑦ 根拠法令・要綱等 那覇市協働のまちづくり事業補助金交付要綱

⑧ 市民ニーズ・地域課題・社会情勢
環境美化（公園の管理等）、青少年健全育成、各種まちづくり活動等、地域
の身近な生活課題の解決を図ること。

⑨ 補助金の目的
市内でまちづくり活動を行う団体と那覇市が協働で事業を行うことで、協働
によるまちづくりの推進を図るため。

⑩
補助金の
内容

対象者・団体等

④ 事業の目的 協働によるまちづくりの推進

⑤ 補助金の分類【選択】 事業補助 性質 市単独

⑥ 予算科目 会計 一般会計 款 02総務費 項 01総務管理費 目 01一般管理費

② 補助金名称 那覇市協働のまちづくり事業補助金

③ 事務期間 始期 平成18年 ～ 終期 H25.3.29

平成25年度行政監査対象補助事業（平成24年度実施分）
整理番号 14 担当部課名 市民文化部まちづくり協働推進課

① 事業名称 協働によるまちづくり事業補助金

市内４地区に設置するモデル地区（与儀・石嶺・若狭・銘苅小学校区にて活
動する各団体・個人など）

補助金で行う事業 協議会の事務運営と、地域活性化を目的とした事業

補助金充当対象経費 事務運営費、活動事業費

⑪ 補助金の成果
平成22年度に協議会が設立された与儀・石嶺小学校区については、地域連携の事
業が年々活発に行われ、平成24年度には、若狭・銘苅小学校区で、新たに協議会
が設立された。

⑦ 根拠法令・要綱等
小学校区単位の新たなコミュニティ施策の展開に関するモデル事業実施方
針、那覇市校区まちづくり協議会モデル実施要綱

⑧ 市民ニーズ・地域課題・社会情勢
本市は自治会加入率が低く、地域コミュニティが希薄化する中、新しいコミュニティ
振興のため、小学校区を１つのエリアとした地域に存在する各団体・個人の主体的
な連携と地域課題解決への取組を必要としている。

⑨ 補助金の目的
小学校区を１つのエリアとした地域に存在する、各団体・個人の主体的な連
携と地域課題への取組を支援するため。

⑩
補助金の
内容

対象者・団体等

④ 事業の目的 新しいコミュニティ振興のあり方を検討するため

⑤ 補助金の分類【選択】 団体補助 性質 市単独

⑥ 予算科目 会計 一般会計 款 02総務費 項 01総務管理費 目 01一般管理費

② 補助金名称 校区まちづくり協議会・準備会モデル事業補助金

③ 事務期間 始期 平成22年 ～ 終期 継続

平成25年度行政監査対象補助事業（平成24年度実施分）
整理番号 13 担当部課名 市民文化部　まちづくり協働推進課

① 事業名称 小学校区コミュニティモデル事業
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⑩
補助金の
内容

対象者・団体等 社団法人　那覇市観光協会

補助金で行う事業 那覇市観光協会の運営

補助金充当対象経費 観光協会職員（プロパー５名、契約社員１人）の人件費

⑪ 補助金の成果
観光案内所利用者数38,285人、波の上ビーチ利用者数86,089人、那覇
ハーリー観客数212,000人、那覇大綱挽祭り市民演芸・民族伝統パレード
観客数125,000人

⑦ 根拠法令・要綱等 那覇市観光振興事業補助金交付要綱・那覇市補助金等交付規則

⑧ 市民ニーズ・地域課題・社会情勢

　観光産業は本市経済の大きな柱であり、観光事業の振興を図る目的で設立され
た観光協会が行う事業は、観光誘客に大きく貢献している。
　観光協会の行う事業は公益性が高いが、収益が乏しいため、人件費補助が必要
である。

⑨ 補助金の目的 観光誘客を図り、観光振興に大きく貢献している観光協会へ運営補助金を交付する。

④ 事業の目的 観光誘客を図るため、観光案内所運営等、様々な事業を行う。

⑤ 補助金の分類【選択】 団体補助 性質 市単独

⑥ 予算科目 会計 一般会計 款 07商工費 項 01商工費 目 03観光費

② 補助金名称 観光協会運営補助金

③ 事務期間 始期
不明

（昭和31年設立） ～ 終期 継続

平成25年度行政監査対象補助事業（平成24年度実施分）
整理番号 16 担当部課名 経済観光部観光課

① 事業名称 観光協会運営補助金

⑩
補助金の
内容

対象者・団体等 社団法人　那覇市観光協会

補助金で行う事業 観光案内所運営、波の上ビーチ管理、那覇ハーリー、那覇大綱挽祭り、等

補助金充当対象経費 観光案内所委託料、使用料及び賃借料、通賃運搬費、消耗品、祭り印刷製本費等

⑪ 補助金の成果
観光案内所利用者数38,285人、波の上ビーチ利用者数86,089人、那覇
ハーリー観客数212,000人、那覇大綱挽祭り市民演芸・民族伝統パレード
観客数125,000人

⑦ 根拠法令・要綱等 那覇市観光振興事業補助金交付要綱・那覇市補助金等交付規則

⑧ 市民ニーズ・地域課題・社会情勢

　観光産業は本市経済の大きな柱であり、観光事業の振興を図る目的で設立され
た観光協会が行う事業は、観光誘客に大きく貢献している。
　観光客数が増加し、海外からの観光客も増えている状況で、観光協会の事業はま
すます重要となっている。

⑨ 補助金の目的 観光誘客を図り、観光振興に大きく貢献している観光協会の事業補助金を交付する。

④ 事業の目的 観光誘客を図るため、観光案内所運営等、様々な事業を行う。

⑤ 補助金の分類【選択】 事業補助 性質 市単独

⑥ 予算科目 会計 一般会計 款 07商工費 項 01商工費 目 03観光費

② 補助金名称 観光協会事業補助金

③ 事務期間 始期
不明

（昭和31年設立） ～ 終期 継続

平成25年度行政監査対象補助事業（平成24年度実施分）
整理番号 15 担当部課名 経済観光部観光課

① 事業名称 観光協会事業補助金
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⑩
補助金の
内容

対象者・団体等 那覇市内に在住の市民（予定も含む）

補助金で行う事業 住宅用太陽光発電システム導入促進

補助金充当対象経費 対象システムの購入費用

⑪ 補助金の成果
【太陽光】　補助件数141件、申請件数157件
【太陽熱】　補助件数 　7件

⑦ 根拠法令・要綱等
新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法、那覇市住宅用太陽光発電シス
テム補助金交付要綱、那覇市住宅用太陽熱利用システム補助金交付要綱

⑧ 市民ニーズ・地域課題・社会情勢
東日本大震災後の自然エネルギーへの関心と需要の高まりがあるが、供給
が追い付かない状況が続いている。

⑨ 補助金の目的
地球温暖化の原因となる、温室効果ガスの削減及び、環境保護についての
意識啓発を目的とする。

④ 事業の目的
地球温暖化の原因となる、温室効果ガスの削減及び、環境保護についての意識啓
発を目的とする。

⑤ 補助金の分類【選択】 事業補助 性質 市単独

⑥ 予算科目 会計 01一般会計 款 04衛生費 項 01保健衛生費 目
06地球温暖化対
策推進費

② 補助金名称 住宅用太陽光発電・太陽熱利用システム補助金

③ 事務期間 始期 平成15年 ～ 終期 継続

平成25年度行政監査対象補助事業（平成24年度実施分）
整理番号 18 担当部課名 環境部　環境政策課

① 事業名称 住宅用太陽光発電・太陽熱利用システム導入促進助成事業

⑩
補助金の
内容

対象者・団体等 那覇市文化協会

補助金で行う事業 那覇市文化協会の運営補助

補助金充当対象経費 那覇市文化協会の運営等に要する経費

⑪ 補助金の成果
平成２４年度におきましては、２１回目を迎えた「あけもどろ総合文化祭」をは
じめ、文化協会創立２０周年記念事業、本市の委託事業である「第５回なは
市民芸術展」等、数々の実績を残しております。

⑦ 根拠法令・要綱等 那覇市補助金交付規則、那覇市文化協会育成事業補助金交付要綱

⑧ 市民ニーズ・地域課題・社会情勢
市民が文化活動に参加できる機会、優れた芸術文化に触れる機会や文化
関係団体の活動支援を通して、市民の文化活動が活発に行われるまちづく
りが求められています。

⑨ 補助金の目的
市民文化の振興と発展を図るため、市民の自主的な文化活動の受け皿とし
て中心的な役割を担う那覇市文化協会への育成補助

④ 事業の目的 那覇市文化協会の運営補助

⑤ 補助金の分類【選択】 団体補助 性質 市単独

⑥ 予算科目 会計 一般会計 款 02総務費 項 01総務管理費 目 12文化費

② 補助金名称 那覇市文化協会育成事業補助金

③ 事務期間 始期 平成４年 ～ 終期 継続

平成25年度行政監査対象補助事業（平成24年度実施分）

整理番号 17 担当部課名 市民文化部文化振興課

① 事業名称 文化協会助成事業
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市民

補助金で行う事業 民生委員児童委員活動、地域福祉サービスの支援活動、団体が実施する各種研修会

補助金充当対象経費 会議費、人件費、需用費、費用弁償、通信運搬費、報償費

⑪ 補助金の成果
　平成24年度実績で延べ約24,000件の市民の相談に応じ、福祉サービス
の利用援助等を受けられるように対応していることから、本市の地域福祉の
向上に寄与している。

⑦ 根拠法令・要綱等 民生委員法、那覇市社会福祉事業補助金交付要綱、那覇市補助金交付規則

⑧ 市民ニーズ・地域課題・社会情勢
　民生委員児童委員は、地域の身近な相談相手であり、複雑・多様化して
いる悩み等に適切かつ迅速に福祉サービスの利用援助等を受けられるよう
に対応する必要がある。

⑨ 補助金の目的
　本市の地域福祉を支える当該団体へ補助することで、民生委員活動が活性化することによ
り、那覇市の地域福祉の向上を目的としている。

⑩
補助金の
内容

対象者・団体等

④ 事業の目的
本市の地域福祉を支える当該団体へ補助することで、民生委員活動が活性化することによ
り、那覇市の地域福祉の向上を目的としている。

⑤ 補助金の分類【選択】 団体補助 性質 市単独

⑥ 予算科目 会計 一般会計 款 03　民生費 項 01 社会福祉費 目 01 社会福祉総務費

② 補助金名称 那覇市民生委員児童委員連合会補助金

③ 事務期間 始期 不明 ～ 終期 継続

平成25年度行政監査対象補助事業（平成24年度実施分）
整理番号 20 担当部課名 福祉部 福祉政策課

① 事業名称 那覇市民生委員児童委員連合会補助金

那覇市社会福祉協議会

補助金で行う事業
法人運営、ボランティア振興、各種相談事業、、福祉大会等事業、重度心身障害者医療費
等貸付事業、地域福祉活動推進員設置事業等

補助金充当対象経費 会議費、人件費、需用費、費用弁償、通信運搬費、報償費

⑪ 補助金の成果
法人の健全な運営、ボランティアの啓発、養成・研修（ボランティア登録80団体、新規登録個人68件）需
給調整（ボランティア実施194件858人）、福祉教育学習10回、福祉相談窓口設置　相談件数427件、社
会福祉大会（福祉功労者の表彰181名、50団体）、重度心身障害者貸付事業（51,161件）

⑦ 根拠法令・要綱等 那覇市社会福祉法人の助成に関する条例、那覇市社会福祉協議会補助金交付要綱

⑧ 市民ニーズ・地域課題・社会情勢

　赤ちゃんからお年寄りまで地域には市民の様々な困りごとがあり、その相談を受け機敏に対応する窓
口が必要である。昨今は高齢者の一人暮らしが増え、孤独死等が問題となっており、また災害の大規模
化、頻発により災害の際、災害弱者の避難支援について、行政だけでは十分な対応ができないおそれ
があり、地域の共助が必要である。そういったことから、都市化が進行し、地域のつながりが希薄化する
本市においては、普段から地域の人材をコーディネートし、コミュニティを強化することが必要である。

⑨ 補助金の目的
市民のほか、民生委員・児童委員、社会福祉施設・社会福祉法人等の社会福祉関係者、保健・医療・教
育など、関係機関と協力し、福祉活動を具体的に実践し、福祉活動を目的とする事業の推進を促し、地
域福祉を推進する。

⑩
補助金の
内容

対象者・団体等

④ 事業の目的
市民のほか、民生委員・児童委員、社会福祉施設・社会福祉法人等の社会福祉関係者、保
健・医療・教育など、関係機関が協力し、民間の社会福祉活動を推進すること。

⑤ 補助金の分類【選択】 団体補助 性質 市単独

⑥ 予算科目 会計 一般会計 款 03　民生費 項 01 社会福祉費 目 01 社会福祉総務費

② 補助金名称 那覇市社会福祉協議会補助金

③ 事務期間 始期 昭和４２年 ～ 終期 継続

平成25年度行政監査対象補助事業（平成24年度実施分）
整理番号 19 担当部課名 福祉部 福祉政策課

① 事業名称 那覇市社会福祉協議会補助金
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⑩
補助金の
内容

対象者・団体等 那覇保護区保護司会

補助金で行う事業 那覇保護区保護司会の運営費

補助金充当対象経費 運営費

⑪ 補助金の成果
・「社会を明るくする運動」の開催　　・更生保護活動サポートセンターの設置
・少年補導員への協力　・協力雇用主と連携した保護観察処分者への就労支援

⑦ 根拠法令・要綱等
・那覇市社会福祉法人の助成に関する条例　・那覇市補助金交付規則
・那覇市社会福祉事業補助金交付要綱　　　 ・沖縄県南部市町村会決定
・保護司法

⑧ 市民ニーズ・地域課題・社会情勢
犯罪や非行防止の活動の取り組みや各種研修、関係団体との連携促進な
ど、各種事業実施の遂行が求められている。

⑨ 補助金の目的
・犯罪予防活動の推進　　　・境遇支援活動の推進
・各種研修の実施、協力　　・保護観察処分者への就労支援、協力

④ 事業の目的
本市及び県内において、保護監察官と協働し保護観察を行い、犯罪や非行防止の活動を推
進すること。

⑤ 補助金の分類【選択】 団体補助 性質 市単独

⑥ 予算科目 会計 一般会計 款 03民生費 項 01社会福祉費 目 01社会福祉総務費

② 補助金名称 那覇保護区保護司会補助金

③ 事務期間 始期 不明 ～ 終期 継続

平成25年度行政監査対象補助事業（平成24年度実施分）

整理番号 22 担当部課名 福祉部福祉政策課

① 事業名称 那覇保護区保護司会補助金

⑩
補助金の
内容

対象者・団体等 NPO法人なはまちづくりネットその他

補助金で行う事業 若者自立のための宿泊体験プログラム事業その他

補助金充当対象経費 謝礼金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、その他経費

⑪ 補助金の成果
地域の高齢者の健康生きがいづくり、地域コミュニティーの活性化など、市
民協働で地域を支えあう安全なまちづくりに寄与している。

⑦ 根拠法令・要綱等
・那覇市地域福祉基金条例　・那覇市補助金等交付規則　・那覇市地域福
祉基金事業補助金交付要綱　・那覇市地域福祉基金運営委員会規程

⑧ 市民ニーズ・地域課題・社会情勢
在宅福祉等の普及及び向上、健康・生きがいづくりの推進、ボランティア活
動の活性化、その他、高齢者、障がい者、児童等の保健福祉事業などの向
上が求められている。

⑨ 補助金の目的
民間活動の活発化等の施策を推進することにより、地域における在宅福
祉、健康・生きがいづくり等、保健福祉の向上を図ることを目的とする。

④ 事業の目的
民間活動の活発化等の施策を推進することにより、地域における在宅福祉、健康・生きがいづくり等、保
健福祉の向上を図ることを目的とする。

⑤ 補助金の分類【選択】 事業補助 性質 市単独

⑥ 予算科目 会計 一般会計 款 03民生費 項 01社会福祉費 目 01社会福祉総務費

② 補助金名称 那覇市地域福祉基金事業補助金

③ 事務期間 始期 平成4年 ～ 終期 継続

平成25年度行政監査対象補助事業（平成24年度実施分）

整理番号 21 担当部課名 福祉部福祉政策課

① 事業名称 那覇市地域福祉基金助成事業
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⑩
補助金の
内容

対象者・団体等 社団法人那覇市シルバー人材センター

補助金で行う事業 那覇市シルバー人材センターの運営補助

補助金充当対象経費 高齢者就業機会確保事業　いきいき地域サポート事業

⑪ 補助金の成果
臨時的、短期的な就業の場を60歳以上の会員に提供する事業が、那覇市
の補助により安定的に行われている。

⑦ 根拠法令・要綱等
那覇市高年齢者就業機会確保事業補助金交付要綱
高齢者の雇用の安定等に関する法律

⑧ 市民ニーズ・地域課題・社会情勢
本格的な高齢社会を迎えた現在、高齢者が就業を通して生きがいの発見
や社会参加を図ることは、豊かな老後に欠くことのできない課題の一つと
なっている。

⑨ 補助金の目的
高齢者就業機会確保事業(運営費補助事業：人件費、管理費、事業費）、
いきいき地域サポート事業などにより、高齢者への臨時的、短期的な就業
の場の提供が行われている。

④ 事業の目的 高齢者が就業を通して生きがいの発見や社会参加を図る

⑤ 補助金の分類【選択】 団体補助 性質 市単独

⑥ 予算科目 会計 一般会計 款 01 民生費 項 01社会福祉費 目 02老人福祉費

② 補助金名称 那覇市シルバー人材センター運営補助金

③ 事務期間 始期 昭和57年 ～ 終期 継続

平成25年度行政監査対象補助事業（平成24年度実施分）
整理番号 24 担当部課名 福祉部ちゃーがんじゅう課

① 事業名称 那覇市シルバー人材センター運営補助金

⑩
補助金の
内容

対象者・団体等 那覇市連合遺族会

補助金で行う事業 「なぐやけの碑」奉納名簿虫干し・旧盆供養祭、慰霊祭

補助金充当対象経費 会場設営、通信運搬費、需用費等

⑪ 補助金の成果
「なぐやけの碑」奉納名簿虫干し・旧盆供養祭（8月15日）約35人参加、
慰霊祭（10月10日）約190人参列。

⑦ 根拠法令・要綱等 ・那覇市補助金交付規則　・那覇市社会福祉事業補助金交付要綱

⑧ 市民ニーズ・地域課題・社会情勢 本市の戦没者慰霊祭実施など戦没者遺族の福祉向上が求められている。

⑨ 補助金の目的 当該団体が実施する「なぐやけの碑」慰霊祭に係る開催経費の補助。

④ 事業の目的 本市戦没者の慰霊及び遺族の福祉向上を目的とする。

⑤ 補助金の分類【選択】 事業補助 性質 市単独

⑥ 予算科目 会計 一般会計 款 03民生費 項 01社会福祉費 目 04遺家族援護費

② 補助金名称 那覇市連合遺族会運営補助金

③ 事務期間 始期 不明 ～ 終期 継続

平成25年度行政監査対象補助事業（平成24年度実施分）

整理番号 23 担当部課名 福祉部福祉政策課

① 事業名称 那覇市連合遺族会運営補助金
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⑩
補助金の
内容

対象者・団体等 社団法人那覇市身体障害者福祉協会

補助金で行う事業 機関紙・広報誌の発行、交流事業等

補助金充当対象経費 事務消耗品、年末芸能交流会費、機関紙印刷代等

⑪ 補助金の成果
理事会の開催等の組織運営や「身協だより」等の機関紙・広報誌発行、年
末芸能交流会等の交流事業など福祉向上のための事業実施に寄与してい
る。

⑦ 根拠法令・要綱等
1那覇市社会福祉法人の助成に関する条例　２那覇市補助金等交付規則
３那覇市社会福祉事業

⑧ 市民ニーズ・地域課題・社会情勢
「障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会づくり条例」の制定など、近
年、障がい者の権利擁護や社会的障壁の除去等に関し、社会的な関心や
当事者本人、市民等の意識が高まりつつある。

⑨ 補助金の目的
障がい者の社会参加、自立支援等、補助金を交付することで、各種事業の
円滑な実施に寄与する。

④ 事業の目的 障がい者の福祉の向上を図る。

⑤ 補助金の分類【選択】 団体補助 性質 市単独

⑥ 予算科目 会計 一般会計 款 03民生費 項 01社会福祉費 目 02障害者福祉費

② 補助金名称 那覇市社会福祉事業補助金

③ 事務期間 始期 ～ 終期 継続

平成25年度行政監査対象補助事業（平成24年度実施分）
整理番号 26 担当部課名 福祉部障がい福祉課

① 事業名称 那覇市身体障害者福祉協会運営補助金

⑩
補助金の
内容

対象者・団体等 沖縄都市モノレール株式会社

補助金で行う事業
沖縄都市モノレール株式会社が販売する「がんじゅう１日乗車券」の販売枚数に応じて、補助
金を交付する。「がんじゅう１日乗車券」購入日当日に、ゆいれーる全線が乗り放題になる乗
車券で、通常の１日乗車券を半額３００円で土・日・祝日・慰霊の日に販売されたいる。

補助金充当対象経費 １件あたり２００円

⑪ 補助金の成果 毎年利用件数が増加しており、高齢者の外出機会に寄与している。

⑦ 根拠法令・要綱等 那覇市補助金交付規則　那覇市高齢者公共交通割引補助金交付要綱

⑧ 市民ニーズ・地域課題・社会情勢
高齢者社会の中、７０歳以上の高齢者の外出機会に寄与することで要介護
状態を未然に防ぐ必要性がある。

⑨ 補助金の目的
販売価格６００円のうち、沖縄都市モノレール株式会社が１００円、那覇市が
２００円負担をし、半額の３００円にて販売を行う。

④ 事業の目的
７０歳以上の高齢者の外出を促すことで、要介護状態を未然に防ぎ、生きが
いづくりや健康づくりを自主的に行う高齢者の拡大を主目的とする。

⑤ 補助金の分類【選択】 事業補助 性質 市単独

⑥ 予算科目 会計 一般会計 款 01 民生費 項 01社会福祉費 目 02老人福祉費

② 補助金名称 那覇市高齢者公共交通割引補助金

③ 事務期間 始期 平成21年度 ～ 終期 継続

平成25年度行政監査対象補助事業（平成24年度実施分）

整理番号 25 担当部課名 福祉部ちゃーがんじゅう課

① 事業名称 那覇市高齢者公共交通割引制度
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那覇市に立地し、一定数、一定期間以上那覇市民を雇用した企業

補助金で行う事業 市内に新たに賃借、建設し、本市で新たに事業を行う者に助成を行う

補助金充当対象経費 助成基準に基づき算出した金額を交付している。

⑪ 補助金の成果 立地数増に伴う、市民雇用の拡大及び法人税等の税収増

⑦ 根拠法令・要綱等 那覇市企業立地促進奨励助成金交付要綱

⑧ 市民ニーズ・地域課題・社会情勢
市の失業率は全国と比較し依然高く、市内への企業立地を促すことで市民
の雇用される機会を増加させ、失業率の改善を図る必要がある。

⑨ 補助金の目的 雇用の拡大及び産業の振興

⑩
補助金の
内容

対象者・団体等

④ 事業の目的 雇用の拡大及び産業の振興

⑤ 補助金の分類【選択】 団体補助 性質 市単独

⑥ 予算科目 会計 一般会計 款 07 商工費 項 01 商工費 目 02 商工業振興費

② 補助金名称 企業立地促進奨励助成金

③ 事務期間 始期 平成12年 ～ 終期 継続

平成25年度行政監査対象補助事業（平成24年度実施分）
整理番号 28 担当部課名 経済観光部　商工農水課

① 事業名称 企業立地促進奨励助成事業

⑩
補助金の
内容

対象者・団体等 Ⅲ型事業所の運営改善等を目的とする那覇市障がい者地域活動協議会

補助金で行う事業
地域活動支援センターⅢ型事業所の製作品及び生産品の販路拡大のた
め販売店舗を運営する。

補助金充当対象経費 販売店舗の家賃

⑪ 補助金の成果

販売店舗の「手作り工房の店フェニックス」において、地域活動支援セン
ターⅢ型事業所を中心とした８事業所が日替わりで授産品等を販売・接客
している。
販売を通した利用者の就労訓練や事業所活動費、及び工賃の増額に繋
がっている。

⑦ 根拠法令・要綱等 那覇市地域活動支援センターⅢ型事業所販路拡大支援補助金交付要綱

⑧ 市民ニーズ・地域課題・社会情勢

　障がい者の自立促進が求められている中、収入増額とともに就労訓練を
効果的に進めるために、利用者が所属する事業所とは別の場所で販売や
運営を行うことが必要であると判断する。多くの市民と接客するので、訓練
効果の増大が期待できる。

⑨ 補助金の目的
地域活動支援センターⅢ型事業所の製作品及び生産品の販路拡大を支
援するため、販売店舗の家賃を補助する。

④ 事業の目的
地域活動支援センターⅢ型事業所の製作品及び生産品の販路拡大を支
援する。

⑤ 補助金の分類【選択】 事業補助 性質 市単独

⑥ 予算科目 会計 一般会計 款 03民生費 項 01社会福祉費 目 02障害者福祉費

② 補助金名称 那覇市地域活動支援センターⅢ型事業所販路拡大支援補助金

③ 事務期間 始期 平成15年度 ～ 終期

平成25年度行政監査対象補助事業（平成24年度実施分）
整理番号 27 担当部課名 福祉部　障がい福祉課

① 事業名称 地域活動支援センターⅢ型販路拡大支援事業

30



⑩
補助金の
内容

対象者・団体等 那覇商工会議所青年部

補助金で行う事業 第32回全国大会おきなわ那覇大会事業

補助金充当対象経費 大会経費

⑪ 補助金の成果
全国の商工会議所青年部ほか、個人や団体との情報交換、交流が促進さ
れた。

⑦ 根拠法令・要綱等 那覇市商工業振興奨励補助金交付要綱

⑧ 市民ニーズ・地域課題・社会情勢
地域経済の発展に寄与することを目的に開催される全国的な大会であるこ
とから、同事業に係る事業費支援のための補助金である。

⑨ 補助金の目的 日本商工会議所青年部全国大会開催に係る事業費支援

④ 事業の目的 地域経済の発展に寄与すること

⑤ 補助金の分類【選択】 事業補助 性質 市単独

⑥ 予算科目 会計 一般会計 款 07商工費 項 01商工費 目 02商工業振興費

② 補助金名称 日本商工会議所青年部第32回全国大会おきなわ那覇大会事業費補助金

③ 事務期間 始期 平成24年 ～ 終期 平成２４年

平成25年度行政監査対象補助事業（平成24年度実施分）
整理番号 30 担当部課名 経済観光部　商工農水課

① 事業名称 日本商工会議所青年部第32回全国大会おきなわ那覇大会事業費補助金

⑩
補助金の
内容

対象者・団体等 那覇市の商工団体

補助金で行う事業

・商店街の振興推進及び市内中小・小規模企業等の支援
・経済産業視察
・賃金実態調査
・経済講演会・セミナー等事業

補助金充当対象経費 講習会費・旅費・印刷費・講師謝金など

⑪ 補助金の成果 市内商工業の活性化・支援に成果がある。

⑦ 根拠法令・要綱等 那覇市補助金等交付規則　・　那覇市商工業振興奨励補助金交付要綱

⑧ 市民ニーズ・地域課題・社会情勢
市内商工業の中核的機関として、市内商工業の経営支援、商店街の活性
化、人材育成の支援など多くの事業を展開し、市内商工業のリーダーシッ
プを担っている。

⑨ 補助金の目的 市内商工業の振興促進

④ 事業の目的 産業振興に大きく寄与している、那覇商工会議所の事業を支援するため。

⑤ 補助金の分類【選択】 団体補助 性質 市単独

⑥ 予算科目 会計 一般会計 款 07　商工費 項 01　商工費 目 02商工業振興費

② 補助金名称 那覇市商工業振興奨励補助金

③ 事務期間 始期 昭和50年度 ～ 終期 継続

平成25年度行政監査対象補助事業（平成24年度実施分）
整理番号 29 担当部課名 経済観光部 商工農水課

① 事業名称 那覇商工会議所事業費助成
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⑩
補助金の
内容

対象者・団体等 沖縄県信用保証協会

補助金で行う事業 小口資金融資事業

補助金充当対象経費 信用保証料

⑪ 補助金の成果 プロパーの融資より信用保証料が安くなるので、小規模企業者が支払いやすい。

⑦ 根拠法令・要綱等 那覇市信用保証料補填補助金交付要綱

⑧ 市民ニーズ・地域課題・社会情勢
那覇市・銀行・信用保証協会三社が協力して、利率及び信用保証料が低
利で、小規模企業者が利用しやすい融資制度を提供。

⑨ 補助金の目的 小口融資の信用保証料を、一般保証より低率にしてもらうための補填補助金

④ 事業の目的 信用力・担保力の乏しい小規模事業者の、円滑な資金調達に寄与する。

⑤ 補助金の分類【選択】 団体補助 性質 市単独

⑥ 予算科目 会計 一般会計 款 07商工費 項 02商工費 目 02商工振興費

② 補助金名称 那覇市信用保証料補填補助金

③ 事務期間 始期 平成15年 ～ 終期 継続

平成25年度行政監査対象補助事業（平成24年度実施分）
整理番号 32 担当部課名 経済観光部　商工農水課

① 事業名称 小口資金融資事業

障がい者雇用安定化推進事業奨励金

③ 事務期間 始期 平成18年度 ～ 終期 継続

団体補助

根拠法令・要綱等 障がい者雇用安定化推進事業奨励金交付要綱

⑧ 市民ニーズ・地域課題・社会情勢
障がい者雇用の推進を図るため、国が実施するトライアル雇用の後に
引き続き3ヶ月以上障がい者を雇用した事業主に対して対象期間（3か月）に支給さ
れた月額賃金の1/2の額、ただし5万円/月を上限として奨励金を交付する。

⑨ 補助金の目的 市内に在住する障がい者の雇用の推進を図る。

⑥ 予算科目 会計 一般会計 款 05 労働諸費 項 01　労働諸費 目

⑩
補助金の
内容

対象者・団体等 トライアル雇用後、引き続き那覇市在住の障がい者を雇用した事業主

補助金で行う事業 障害者雇用

補助金充当対象経費 人件費

⑪ 補助金の成果
障がい者雇用実績
平成23年度２人　　平成24年度15人

01　労働諸費

⑦

平成25年度行政監査対象補助事業（平成24年度実施分）

整理番号 31 担当部課名 経済観光部商工農水課

① 事業名称 障がい者雇用安定化推進事業

④ 事業の目的 市内に在住する障がい者の雇用の推進を図る。

⑤ 補助金の分類【選択】 性質 市単独

② 補助金名称
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⑩
補助金の
内容

対象者・団体等 那覇市の商工団体

補助金で行う事業 組織強化事業・中小企業大会参加事業

補助金充当対象経費 講演会費・表彰費・車輌リース費・油脂燃料費・大会参加費

⑪ 補助金の成果 市内中小企業の発展向上に役立っている。

⑦ 根拠法令・要綱等 那覇市補助金等交付規則　・　那覇市商工業振興奨励補助金交付要綱

⑧ 市民ニーズ・地域課題・社会情勢
市内の商工業は、中小、零細企業がほとんどであり、事業組合の組織化指
導や
情報の提供などニーズは高い。

⑨ 補助金の目的 市内商工業の振興促進

④ 事業の目的 市内の産業振興に寄与している沖縄県中小企業団体中央会の事業を支援するため。

⑤ 補助金の分類【選択】 団体補助 性質 市単独

⑥ 予算科目 会計 一般会計 款 07　商工費 項 01　商工費 目 02商工業振興費

② 補助金名称 那覇市商工業振興奨励補助金

③ 事務期間 始期 昭和52年度 ～ 終期 継続

平成25年度行政監査対象補助事業（平成24年度実施分）
整理番号 34 担当部課名 経済観光部　商工農水課

① 事業名称 補助金（団体補助）

⑩
補助金の
内容

対象者・団体等 トライアル雇用後、引き続き那覇市在住の若年者を雇用した事業主

補助金で行う事業 若年者雇用

補助金充当対象経費 人件費

⑪ 補助金の成果
若年者雇用実績
平成23年度７人　　平成24年度９人

⑦ 根拠法令・要綱等 若年者雇用安定化推進事業奨励金交付要綱

⑧ 市民ニーズ・地域課題・社会情勢

若年者の失業率が高いという現実を踏まえ若年者雇用の推進を図るため、
国が実施するトライアル雇用の後に引き続き2ヶ月以上若年者を雇用した事
業主に対して対象期間（2か月）に支給された月額賃金の1/2の額、ただし4
万円/月を上限として奨励金を交付する。

⑨ 補助金の目的 市内の若年者雇用の推進を図る。

④ 事業の目的 市内の若年者雇用の推進を図る。

⑤ 補助金の分類【選択】 団体補助 性質 市単独

⑥ 予算科目 会計 一般会計 款 05 労働諸費 項 01 労働諸費 目 01 労働諸費

② 補助金名称 若年者雇用安定化推進事業奨励金

③ 事務期間 始期 平成15年度 ～ 終期 継続

平成25年度行政監査対象補助事業（平成24年度実施分）
整理番号 33 担当部課名 経済観光部　商工農水課

① 事業名称 若年者雇用安定化推進事業
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本市の中心商店街にある、商店街振興組合、任意の商店街･通り会、NPO等

補助金で行う事業
テーマに沿った商店街･街づくり(①地元客を引き付ける魅力②地元客と観光客の交
流を促進しにぎわいを創出③高齢者･障がい者にやさしい④子供にやさしい⑤地
域･歴史にちなんだ⑥安全･安心⑦地域連帯の強化促進）

補助金充当対象経費
①講師等謝礼金②旅費③人件費④需用費⑤役務費⑥委託料⑦工事費⑧備品整
備費⑨使用料および賃借料⑩その他経費

⑪ 補助金の成果
各通り会等が、提案・実施をすることで、会員の結束、意識の向上、他通り会との繋
がりがうまれ、マチグヮー全体の活性化に寄与している。

⑦ 根拠法令・要綱等 那覇市頑張るマチグヮー支援基金事業補助金交付要綱

⑧ 市民ニーズ・地域課題・社会情勢
商業統計調査によると、事業所数や年間商品販売額が各通り会で減少傾
向にあり、厳しい状態にあることが伺える。

⑨ 補助金の目的 通り会による、商店街の活性化へ向けた積極的な取り組みに対し、支援を行う。

⑩
補助金の
内容

対象者・団体等

④ 事業の目的
那覇市の中心商店街の活性化に向けた事業を行うも者の創意工夫による積極的な
取り組み、提案事業を財政支援し、多くの地元客を呼び戻し、賑わいを生み出して
いくこと。

⑤ 補助金の分類【選択】 事業補助 性質 市単独

⑥ 予算科目 会計 一般会計 款 07　商工費 項 01　商工費 目 02　商工業振興費

② 補助金名称 那覇市頑張るマチグヮー支援基金事業補助金

③ 事務期間 始期 平成21年度 ～ 終期 継続

平成25年度行政監査対象補助事業（平成24年度実施分）
整理番号 36 担当部課名 経済観光部なはまちなか振興課

① 事業名称 那覇市頑張るマチグヮー支援事業

⑩
補助金の
内容

対象者・団体等 沖縄県農業共済組合の園芸施設共済に加入する者。

補助金で行う事業 沖縄県農業共済組合の園芸施設共済事業

補助金充当対象経費 共済加入する者が負担する経費

⑪ 補助金の成果

平成２１年度　有資格者戸数３２戸中、申請戸数１０戸　補助額８０，０００円
平成２２年度　有資格者戸数３２戸中、申請戸数９戸　　補助額５０，０００円
平成２３年度　有資格者戸数３２戸中、申請戸数７戸　　補助額４７，０００円
平成２４年度　有資格者戸数３２戸中、申請戸数７戸　　補助額６５，０００円

⑦ 根拠法令・要綱等 那覇市農業共済事業普及推進補助金交付要綱

⑧ 市民ニーズ・地域課題・社会情勢 平成２１年度～平成２４年度　有資格者戸数３２戸

⑨ 補助金の目的
沖縄県農業共済組合の園芸施設共済に加入する者が負担する経費に対し、予算の範囲内
において補助金を交付することにより、農業共済事業の強化と啓発を図る。

④ 事業の目的 災害等による損失を補填し農業経営の安定化及び生産力の向上を図る

⑤ 補助金の分類【選択】 事業補助 性質
平成２３年度まで１００％県補助金。
平成２４年度より市費単独

⑥ 予算科目 会計 一般会計 款 06　農林水産業費 項 03　農業費 目 03　農業振興費

② 補助金名称 那覇市農業共済事業普及推進補助金

③ 事務期間 始期 平成１４年度 ～ 終期 平成２５年度で終了予定

平成25年度行政監査対象補助事業（平成24年度実施分）

整理番号 35 担当部課名 経済観光部　商工農水課

① 事業名称 営農指導等促進事業（補助金）
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認可保育園において、地域活動事業を実施している園

補助金で行う事業 地域活動事業

補助金充当対象経費 地域活動に必要な経費

⑪ 補助金の成果
保育所、地域住民との交流を通して地域に開かれた保育園として、認知度
も高まっています。

⑦ 根拠法令・要綱等 次世代育成対策推進法

⑧ 市民ニーズ・地域課題・社会情勢
地域に開かれた社会資源として、保育所の有する専門的機能を地域住民
のために活用して地域の需要に応じた幅広い活動を推進しています。

⑨ 補助金の目的 地域交流の促進

⑩
補助金の
内容

対象者・団体等

④ 事業の目的 多様化する保育需要に積極的に対応することを目的としています。

⑤ 補助金の分類【選択】 事業補助 性質 市単独

⑥ 予算科目 会計 一般会計 款 03　民生費 項 02　児童福祉費 目 01　児童福祉総務費

② 補助金名称 那覇市特別保育事業費補助金

③ 事務期間 始期 平成24年度 ～ 終期 継続

平成25年度行政監査対象補助事業（平成24年度実施分）
整理番号 38 担当部課名 こどもみらい部　こどもみらい課

① 事業名称 保育所地域活動事業

認可保育園において、障がい児保育を実施している園

補助金で行う事業 障がい児保育

補助金充当対象経費 障がい児保育担当保育士人件費

⑪ 補助金の成果 平成２４年度受入人数　　軽度障がい児３０人　中度障がい児５０人　計８０人受入

⑦ 根拠法令・要綱等 児童福祉法第２４条

⑧ 市民ニーズ・地域課題・社会情勢

那覇市の障がい児保育は、療育センター、保育所が連携し、相談から早期療育（親子通
園）、統合保育（社会的保育）が実施され就学前療育が継続して行われていることが大きな特
徴です。当初は指定園制をとっていましたが、現在は、保護者の希望する園への入園と変わ
り、「障がい児と健常児が共に育ち、共に伸びる」保育を目指しています。保育に欠け、障害
を持つ児童を受入れるため、保育士の加配を実施しています。

⑨ 補助金の目的 障がい児保育事業の促進

⑩
補助金の
内容

対象者・団体等

④ 事業の目的 健常児とともに健全な社会性の成長、発達を促す目的で事業を実施する。

⑤ 補助金の分類【選択】 事業補助 性質 市単独

⑥ 予算科目 会計 一般会計 款 03　民生費 項 02　児童福祉費 目 01　児童福祉総務費

② 補助金名称 那覇市特別保育事業費補助金

③ 事務期間 始期 平成２１年度 ～ 終期 継続

平成25年度行政監査対象補助事業（平成24年度実施分）
整理番号 37 担当部課名 こどもみらい部　こどもみらい課

① 事業名称 障がい児保育事業
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市内１１児童館で活動している１１母親クラブ

補助金で行う事業 児童健全育成活動

補助金充当対象経費 母親クラブの活動費

⑪ 補助金の成果
母親を中心とした親同士が母親クラブの活動を通して、母親・父親たちが互
いに助け合ったり、地域の子どもたちを見守る機会をつくる。

⑦ 根拠法令・要綱等 那覇市地域組織活動育成事業補助金交付要綱

⑧ 市民ニーズ・地域課題・社会情勢
人間関係の希薄化など地域における子どもたちを取り巻く環境が変化する
中で、地域において子どもたちを見守る機会をつくることが求められてい
る。

⑨ 補助金の目的
母親クラブが行う児童健全育成活動費を補助することにより、地域における
児童健全育成を推進する。

⑩
補助金の
内容

対象者・団体等

④ 事業の目的 母親クラブの活動を通して、地域における児童健全育成活動

⑤ 補助金の分類【選択】 団体補助 性質 市単独

⑥ 予算科目 会計 一般会計 款 03民生費 項 02児童福祉費 目 01児童福祉総務費

② 補助金名称 那覇市地域組織活動育成事業補助金

③ 事務期間 始期 昭和54年ごろ ～ 終期 継続

平成25年度行政監査対象補助事業（平成24年度実施分）
整理番号 40 担当部課名 こどもみらい部こども政策課

① 事業名称 地域組織活動育成事業

認可保育園において、一時保育促進事業を実施している園

補助金で行う事業 一時保育促進事業

補助金充当対象経費 一時保育促進事業担当保育士人件費　他必要な経費

⑪ 補助金の成果 平成24年度実績　1８園で実施　年間利用人数(延べ人数)6,954人

⑦ 根拠法令・要綱等 児童福祉法第24条

⑧ 市民ニーズ・地域課題・社会情勢 平成22年度以降一時保育から一時預かり事業へ移行していく。

⑨ 補助金の目的 一時保育促進事業の実施

⑩
補助金の
内容

対象者・団体等

④ 事業の目的
保育の対象とならない就学前児童であって、一時的に保育が必要となる児童を保育
所で保育する事業

⑤ 補助金の分類【選択】 事業補助 性質 市単独

⑥ 予算科目 会計 一般会計 款 03　民生費 項 02　児童福祉費 目 01　児童福祉総務費

② 補助金名称 那覇市特別保育事業費補助金

③ 事務期間 始期 平成２１年度 ～ 終期 平成24年度

平成25年度行政監査対象補助事業（平成24年度実施分）
整理番号 39 担当部課名 こどもみらい部　こどもみらい課

① 事業名称 一時保育促進事業
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⑩
補助金の
内容

対象者・団体等 那覇市青少年健全育成市民会議

補助金で行う事業 青少年健全育成事業

補助金充当対象経費 人件費・青少協活動費

⑪ 補助金の成果
青少年に関わる関係機関、団体等が相互に連携しながら、市内の青少年
育成活動を促進し、次代を担う青少年の健全育成に寄与している。

⑦ 根拠法令・要綱等 那覇市生涯学習振興費補助金交付要綱

⑧ 市民ニーズ・地域課題・社会情勢
青少年問題のもつ重要性にかんがみ、広く市民の総意を集結して本市の
青少年健全育成施策と呼応して、次代を担う青少年の健全育成が求められ
ている。

⑨ 補助金の目的
市民協働で青少年を育成する事業を展開している市民会議へ補助すること
により活動の援助を行う。

④ 事業の目的
青少年に関わる関係機関、団体等と相互に連携をとりながら、市民協働で
青少年の育成を目的として諸事業活動を展開している那覇市青少年健全
育成市民会議へ補助金を交付し、活動の援助を図る。

⑤ 補助金の分類【選択】 団体補助 性質 市単独

⑥ 予算科目 会計 一般会計 款 教育費 項 社会教育費 目 社会教育総務費

② 補助金名称 那覇市生涯学習振興費補助金

③ 事務期間 始期 平成９年 ～ 終期 継続

平成25年度行政監査対象補助事業（平成24年度実施分）
整理番号 42 担当部課名 学校教育部青少年育成課

① 事業名称 補助金（那覇市青少年健全育成市民会議）

　母子家庭の母等を雇用した事業主

補助金で行う事業 　対象労働者の雇用

補助金充当対象経費 　対象労働者の賃金額（３ヶ月分限度）

⑪ 補助金の成果
　対象労働者数（雇用者数）
　　Ｈ22、5人。Ｈ23、5人。Ｈ24、9人。

⑦ 根拠法令・要綱等 　母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法第７条

⑧ 市民ニーズ・地域課題・社会情勢
　ハローワークの基金訓練事業の終了に伴い、平成24年度から実績も増え
ていることから、今後も母子世帯の安定雇用に必要な事業である。

⑨ 補助金の目的
　母子家庭の母等の自立を支援するため、就労支援の手段として、常用雇
用に結びつけることを目的に事業主に対して奨励金を交付する。

⑩
補助金の
内容

対象者・団体等

④ 事業の目的 　母子家庭の母等の自立支援

⑤ 補助金の分類【選択】 事業補助 性質 市単独

⑥ 予算科目 会計 一般会計 款 03民生費 項 02児童福祉費 目 03母子福祉費

② 補助金名称 　母子家庭等職業自立支援事業奨励金

③ 事務期間 始期 Ｈ17年度 ～ 終期 継続

平成25年度行政監査対象補助事業（平成24年度実施分）
整理番号 41 担当部課名 こどもみらい部　子育て応援課

① 事業名称 　母子家庭等職業自立支援事業奨励金
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⑩
補助金の
内容

対象者・団体等 一般財団法人日本ボーイスカウト沖縄県連盟

補助金で行う事業 青少年の健全育成

補助金充当対象経費 事業費

⑪ 補助金の成果 ボーイスカウト運動を振興し、青少年の健全育成に寄与している。

⑦ 根拠法令・要綱等 那覇市生涯学習振興費補助金交付要綱

⑧ 市民ニーズ・地域課題・社会情勢
ボーイスカウト運動を通じ、青少年の優れた人格を形成し、国際友愛精神
の増進を図るとともに、青少年の健全育成が求められている。

⑨ 補助金の目的
市内在の団体へ活動費の一部を補助することにより、ボーイスカウト活動に
よる青少年の健全育成を行う。

④ 事業の目的
市内で活動するボーイスカウトを統括し、各事業・研修等により青少年健全
育成を図っている一般財団法人日本ボーイスカウト沖縄県連盟へ補助金を
交付し支援を図る。

⑤ 補助金の分類【選択】 団体補助 性質 市単独

⑥ 予算科目 会計 一般会計 款 教育費 項 社会教育費 目 社会教育総務費

② 補助金名称 那覇市生涯学習振興費補助金

③ 事務期間 始期 平成７年 ～ 終期 平成２６年３月

平成25年度行政監査対象補助事業（平成24年度実施分）
整理番号 44 担当部課名 学校教育部青少年育成課

① 事業名称 日本ボーイスカウト沖縄県連盟運営補助金

⑩
補助金の
内容

対象者・団体等 那覇市青年団体連絡会

補助金で行う事業 伝統芸能の継承と発展活動・青年会活動

補助金充当対象経費 運営費・活動費

⑪ 補助金の成果
市内の各地域で活動する青年団体を網羅し、青年活動の活性化を図るとと
もに、ボランティア活動や青年層の人材養成につながる。

⑦ 根拠法令・要綱等 那覇市生涯学習振興費補助金交付要綱

⑧ 市民ニーズ・地域課題・社会情勢
青年が地域活動は、伝統芸能の継承と発展に寄与し、地域社会の活性化
に大きく貢献でき、青年の育成にもつながる。

⑨ 補助金の目的
那覇市内における青年活動の活性化を図るとともに、青年層の人材養成を
行う。

④ 事業の目的
那覇市内の各地域で活動する青年団体を集め、青年（会）活動の活性化・
健全育成を図ると共に、本市の伝統芸能の継承と発展に寄与することを目
的に活動している青年団体連絡会へ補助金を交付し支援を図る。

⑤ 補助金の分類【選択】 団体補助 性質 市単独

⑥ 予算科目 会計 一般会計 款 教育費 項 社会教育費 目 社会教育総務費

② 補助金名称 那覇市生涯学習振興費補助金

③ 事務期間 始期 平成１４年 ～ 終期 継続

平成25年度行政監査対象補助事業（平成24年度実施分）
整理番号 43 担当部課名 学校教育部青少年育成課

① 事業名称 補助金（那覇市青年団体連絡会）
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⑩
補助金の
内容

対象者・団体等 ＮＰＯ法人那覇市体育協会

補助金で行う事業 第６４回沖縄県民体育大会先島地区開催に伴う派遣 

補助金充当対象経費 県民体育大会への選手、役員の派遣に伴う航空賃、宿泊料、車のレンタル料

⑪ 補助金の成果
平成２２年度～平成２４年度県民体育大会　男女総合、女子優勝

⑦ 根拠法令・要綱等 スポーツ基本法第３４条、那覇市社会体育振興費補助金交付要綱

⑧ 市民ニーズ・地域課題・社会情勢
　県民体育大会は那覇・浦添地区、中頭地区、北部地区、先島地区で毎年
持ち回りで開催されるため、先島地区で開催の場合、航空運賃、宿泊料等
支援していく必要がある。

⑨ 補助金の目的 先島地区で開催される第６４回沖縄県民体育大会に選手、役員を派遣する。

④ 事業の目的 本市の競技力の向上

⑤ 補助金の分類【選択】 事業補助 性質 市単独

⑥ 予算科目 会計 一般会計 款 10　教育費 項 ０６　保健体育費 目 ０１　保健体育総務費

② 補助金名称 第６4回沖縄県民体育大会先島地区開催に伴う派遣補助金

③ 事務期間 始期 平成２４年度 ～ 終期 平成２４年度（５年毎）

平成25年度行政監査対象補助事業（平成24年度実施分）
整理番号 46 担当部課名 生涯学習部市民スポーツ課

① 事業名称 第６４回沖縄県民体育大会先島地区開催に伴う派遣補助金 

那覇市内に住む、私道を生活道路として利用されている方

補助金で行う事業 私道整備補助金

補助金充当対象経費 道路工事費（舗装工事、側溝工事）

⑪ 補助金の成果
道路の舗装あるいは側溝を設置することにより表面排水処理が機能し歩行
者の通行にも支障なく改善された。

⑦ 根拠法令・要綱等 那覇市私道整備補助金交付要綱

⑧ 市民ニーズ・地域課題・社会情勢
私道の老朽化によって、車両や歩行者の通過通行の支障となる中、助成制
度の有無によっては地域住民による積極的な行政への関わりも影響するこ
とを考えると継続して事業を進めていく必要がある。

⑨ 補助金の目的 私道整備補助金を交付して、その整備を促進し地域住民の利便性向上と生活環境の改善を図る。

⑩
補助金の
内容

対象者・団体等

④ 事業の目的 私道整備補助金を交付して、その整備を促進し地域住民の利便性向上と生活環境の改善を図る。

⑤ 補助金の分類【選択】 事業補助 性質 市単独

⑥ 予算科目 会計 一般会計 款 08土木費 項 02道路橋りょう費 目 02道路維持費

② 補助金名称 私道整備補助金

③ 事務期間 始期 平成４年度 ～ 終期 継続

平成25年度行政監査対象補助事業（平成24年度実施分）
整理番号 45 担当部課名 建設管理部　道路管理課

① 事業名称 私道整備補助金
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⑩
補助金の
内容

対象者・団体等 沖縄県野球連盟

補助金で行う事業 天皇賜杯第６７回全日本軟式野球選手権大会

補助金充当対象経費 大会の運営費

⑪ 補助金の成果
全国から５１チーム（選手１，０２０名）、役員２００名余の他応援団が多数来県した。

⑦ 根拠法令・要綱等 スポーツ基本法第３４条、那覇市社会体育振興費補助金交付要綱

⑧ 市民ニーズ・地域課題・社会情勢
本大会は祖国復帰４０周年記念事業の一環で各都道府県持ち回りで開催
されている。特に主会場は、本市の沖縄セルラースタジアムで開催されるた
め、支援していく必要がある。

⑨ 補助金の目的
本市の沖縄セルラースタジアムを中心の開催される天皇賜杯第６７回全日本軟式野
球選手権大会の補助

④ 事業の目的 本市の軟式野球の振興及び観光振興

⑤ 補助金の分類【選択】 事業補助 性質 市単独

⑥ 予算科目 会計 一般会計 款 10　教育費 項 ０６　保健体育費 目 ０１　保健体育総務費

② 補助金名称 天皇賜杯第６７回全日本軟式野球選手権大会補助金

③ 事務期間 始期 平成２４年度 ～ 終期 　平成２４年度（各都道府県）

平成25年度行政監査対象補助事業（平成24年度実施分）
整理番号 48 担当部課名 生涯学習部市民スポーツ課

① 事業名称 天皇賜杯第６７回全日本軟式野球選手権大会補助金

⑩
補助金の
内容

対象者・団体等 ＮＰＯ法人那覇市体育協会

補助金で行う事業 スポーツ少年団の育成、県民体育大会への選手の派遣等

補助金充当対象経費 スポーツ少年団育成費、県民体育大会費等

⑪ 補助金の成果
平成２２年度～平成２４年度県民体育大会　男女総合、女子優勝
平成２４年度スポーツ少年団の加入実績（登録団体　１５９団体、４，６１０人）

⑦ 根拠法令・要綱等 スポーツ基本法第３４条、那覇市社会体育振興費補助金交付要綱

⑧ 市民ニーズ・地域課題・社会情勢
　市民スポーツの活動推進、県民体育大会への選手派遣、スポーツ少年団の育
成、加盟競技団体の組織の強化及び競技力の向上等、本市のスポーツ・レクリエー
ション活動の中核として活動している団体なので支援していく必要がある。

⑨ 補助金の目的
市民の健康・体力づくりを推進、スポーツの普及・振興を図り、市民の体育文化の発
展に寄与しているＮＰＯ法人那覇市体育協会に運営費を補助する。

④ 事業の目的 市民の体育文化の発展、向上

⑤ 補助金の分類【選択】 団体補助 性質 市単独

⑥ 予算科目 会計 一般会計 款 10　教育費 項 ０６　保健体育費 目 ０１　保健体育総務費

② 補助金名称 那覇市体育協会運営補助金

③ 事務期間 始期 平成１５年度 ～ 終期 　継　続

平成25年度行政監査対象補助事業（平成24年度実施分）
整理番号 47 担当部課名 生涯学習部市民スポーツ課

① 事業名称 那覇市体育協会運営補助金
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⑩
補助金の
内容

対象者・団体等 所有者（新垣和子他）

補助金で行う事業 文化財の保存修理

補助金充当対象経費 工事請負費・委託料・事務費

⑪ 補助金の成果
貴重な文化財及び観光資源として、壺屋地区のシンボルとして、将来にわ
たり保存活用されます。

⑦ 根拠法令・要綱等 那覇市文化財保存事業費補助金交付要綱

⑧ 市民ニーズ・地域課題・社会情勢
伝統的な壺屋の陶工の住宅形式を知る上で唯一残された貴重な建造物で
あり、本市の観光の一翼を担うものとして、積極的に進めるべきものと考え
る。

⑨ 補助金の目的 国指定重要文化財の建造物等を保存修理し、公開活用します。

④ 事業の目的 国指定重要文化財の保存修理

⑤ 補助金の分類【選択】 事業補助 性質 市単独

⑥ 予算科目 会計 一般会計 款 10　教育費 項 5　社会教育費 目 5　文化財保護費

② 補助金名称 新垣家住宅保存整備事業補助金

③ 事務期間 始期 平成21年度 ～ 終期 平成27年度

平成25年度行政監査対象補助事業（平成24年度実施分）
整理番号 50 担当部課名 市民文化部　文化財課

① 事業名称 新垣家住宅保存整備事業

那覇地区中学校体育連盟

補助金で行う事業 中学校体育大会（夏季総体、地区陸上競技大会、地区駅伝競走大会等）

補助金充当対象経費 団体活動費

⑪ 補助金の成果
中学校体育の振興と生徒の体力・運動能力の向上を通じた健康の保持・増進、ス
ポーツ活動を通して心身共に健全な生徒の育成が図られます。

⑦ 根拠法令・要綱等 那覇市学校教育関係団体等補助金交付要綱

⑧ 市民ニーズ・地域課題・社会情勢
学校教育において、中学校生徒の体力・運動能力の向上を通じた健康の
保持・増進とともに、心身共に健全な育成を図ることが求められている。

⑨ 補助金の目的
那覇地区中学校体育連盟が主催する大会の運営を補助することにより、中学校体
育の振興とスポーツ活動を通して心身ともに健全な生徒の育成を図ります。

⑩
補助金の
内容

対象者・団体等

④ 事業の目的 中学校体育の振興と生徒の健全育成

⑤ 補助金の分類【選択】 団体補助 性質 市単独

⑥ 予算科目 会計 一般会計 款 10　教育費 項 01教育総務費 目 02　事務局費

② 補助金名称 学校教育関係団体等補助金

③ 事務期間 始期 昭和53年 ～ 終期 継続

平成25年度行政監査対象補助事業（平成24年度実施分）
整理番号 49 担当部課名 学校教育部学校教育課

① 事業名称 那覇地区中学校体育連盟主催事業補助金

41



凡　例

表中の記述は、次の要領による。
　１　表中の名称、文言等は、各所管課が記載したものに適宜修正を加えたものである。（修正の必要がある場合のみ。）
　２　表中の⑩の欄中○○その他とあるものは、記載事項が多いため、紙面の都合上、その他の記載は省略しました。
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